
VII ロメ・レジームへの訣別宣言――コトヌ協定の誕生

フィジー系武装グループによる国会占拠――。２０００年５月，南太平洋の旧

イギリス植民地国フィジーで起こった出来事は，EU の強い関心を集め，想定

外の撹乱要因としてブリュッセルを困惑させた。先住民たるフィジー系住民と

イギリスが植民地政策に基づき労働力として移住させたインド系住民との間に

微妙な緊張関係が存在するフィジーにおいて，このようなクーデター騒ぎ（政

治的混乱）は，これまで幾度となく繰り返されており，決して衝撃的な事件で

はなかった。EU が，物理的にも，心理的にも，遥か遠い存在でしかなかった

フィジーの動静に敏感に反応したのは，第四次ロメ改訂協定に代わる新協定の

調印が，６月８日，フィジーの首都スバで行われる運びとなっていたからであ

る。すなわち，ロメ協定に代わるべき＜スバ協定＞の締結が既定方針として予

定されていたからである。その結果，急遽，調印場所を西アフリカの旧フラン

ス植民地国ベナンの首都コトヌに変更して，２０００年６月２３日，EU１５カ国と

ACP 諸国７７カ国は，新協定に調印した。こうして，コトヌ〔パートナーシッ

プ〕協定 (Partnership Agreement between the Members of the African, Caribbean

and Pacific Group of States of the One Part, and the European Community and its

Member States, of the Other Part, Signed in Cotonou on 23 June 2000) が誕生した

のである。

それでは，新しいミレニアムへの移行と軌を一にするかたちで締結されたこ

のコトヌ協定を，当事者はどのように評価したのであろうか。合意の成立を特
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集で報じた Courier (Issue 181 June/July 2000) は，ACP 諸国と EU のエールの

交換を，冒頭の巻頭言というかたちで，次のようにお膳立てした１）。すなわち，

「コトヌ協定は，これまでのヤウンデ協定およびロメ協定とは，その哲学にお

いて根本的に異なる。それは，パートナーシップという表現が雄弁にものがた

っている。積極的関与 (Engagement) と相互責任 (Mutual Responsibility) こそ，

新協定の大前提である。・・・開発政策に関する対話は，誤りの是正，ひいて

は協力関係の改善を可能とするであろう・・・」という ACP 事務局長 Jean-

Robert Goulangana の Diplomatic Statement に呼応して，開発・人道支援担当

Poul Nielson 欧州委員会委員は，以下のようにコトヌ協定の歴史的意義を強調

した。――「６月２３日，７７カ国の ACP 諸国と EU を結びつける新しいパー

トナーシップ協定が，コトヌで調印された。まさにこの日，歴史的，政治的に

重要な快挙がなされたのである。それは，シアトルでは十分な成果が得られな

かったとはいえ，グローバル化が進むこんにちの世界において，南北間に真に

強固な関係を構築する可能性が依然として存在することを明確に示すものであ

る。・・・協定の締結は，ロメ協定を基礎とする２５年間の協力関係の成果 (ac-

quis) に基づき，ACP 諸国と EU が，直面する諸困難に対してともに手を携え

て挑戦しようという強い政治的決意を共有したことの賜物である。・・・われ

われは，南北関係の進むべき方向性について共通のビジョンを保持するもので

あることを世界にアピールすべきである」。

とはいえ，このような高揚感は，あくまでも一時的なものにすぎなかった。

合意の成立からほぼ１年を経過した２００１年初頭，欧州委員会が公刊した『EU

年次報告書・２０００年』は，「有効期間２０年間のこの協定は，１９７５年以降，一

連のロメ協定により規定されてきた ACP-EC 協力関係の精神，目的，そして慣

行を，根本的に改めるものである」２）と，きわめてクールな筆致でさりげなく

コトヌ協定の意義（ロメ・レジームからの訣別）に言及している。それは，

Martin Holland の次のような記述からも窺われるとおりである。――「・・・

新しいパートナーシップ協定は，長期間におよぶ交渉過程の産物であり，１９９６

年から２０００年にかけての時期に著しく様変わりしたアジェンダを争点とする

ものであった。もっとも，意外にも，過去２５年間におよぶロメの経験と成果

(acquis) の大部分は堅持された。・・・ただし，これまでの政策の失敗に対す

る反省に基づき，積極的な改革が強く模索された。とりわけ，効果的な発展を

損なう重大かつ根本的な阻害要因として，ACP 諸国の制度上の問題，および
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政策形成に関わる隘路が俎上に載せられた。・・・EU が提起した経済的処方

箋は，貿易自由化に対するコミットメントの程度に応じて，ACP 諸国を細分

化（分割）しようという，きわめてドラスティックなものであった。このよう

な過激な提案は，ACP 自由貿易地域の構築という基本原理を貫徹させること

により，ロメ・スピリットからの離脱というパラダイム転換をもたらした。と

はいえ最終的には，さまざまな譲歩やセーフガード規定の導入により，ほぼ穏

当なものに落ち着いた」３）。

本稿は，コトヌ協定を，半世紀におよぶ＜EU-ACP＞開発協力のひとつの到

達点として位置づけ，その歴史的意義を明らかにしようとするものである。具

体的には，コトヌ協定の締結交渉過程およびその基本構図の分析を通じて，EU

のロメ・レジームからの訣別過程を浮き彫りにする――。これが，本稿の直接

的な課題である。

VII－１ コトヌ協定――パートナーシップ協定への＜後退＞

１９９８年９月３０日，EU と ACP 諸国は，第四次ロメ改訂協定に代わるべき，

新たな「開発パートナーシップ協定」(Development Partnership Agreement) の締

結交渉を正式にスタートさせた。交渉は，第四次ロメ改訂協定が失効する直前，

すなわち２０００年２月２日－３日，ブリュッセルで行われた閣僚協議において

実質的に妥結した。こうして，１８カ月間という，従来よりも長い期間にわた

り繰り広げられた地域間南北交渉に幕が降ろされたのである。残された課題は，

正式調印という通過儀礼のみであり，この点に関して EU と ACP 諸国は，２０００

年６月にフィジーで調印式典を行うことで合意した。その直接的な理由は，エ

マデマ大統領による強権支配体制の長期化，ひいては民主化の後退に対する批

判の高まりに直面して，トーゴがロメでの調印式典の開催辞退を余儀なくされ

たからである４）。代わりに調印場所として浮上したのが，フィジーであった。

ただしそれも，突然のクーデター騒ぎにより実現不可能となり，最終的には，

わずか２週間あまりの準備期間というあわただしい状況下で，ベナン（コト

ヌ）で調印式典が行われた。こうして，「第五次」ロメ協定と同様に，「スバ」

協定も幻に終わり，代わってパートナーシップ協定を標榜するコトヌ協定が，

新ミレニアムにおける＜EU-ACP＞開発協力関係を規定する枠組みとして誕生

したのである。

それでは，コトヌ協定の締結交渉過程は，どのように特徴づけられるのであ
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ろうか。いうまでもなくそれは，ゼロ・サム・ゲーム的な対立関係ではなく，

プラス・サム・ゲーム的な競合関係であった。ただしそれは，可能な限り自己

に有利なかたちで妥協点（落とし所）を見出そうとする政治的駆け引きに彩ら

れるものであった。それを最も象徴的に物語っているのが，四半世紀にわたり

＜EU-ACP＞開発協力のシンボルとして位置づけられてきた＜ロメ＞からの撤

退であった。それは，EU が ACP 諸国に対して突きつけた，高度に政治的な

メッセージであった。そもそも EU は，第四次ロメ協定中間見直し（結果的に，

第四次ロメ改訂協定締結交渉）と並行して，ロメ・レジームの再編成に向けた

動きを着々と積み重ねていった。第四次ロメ改訂協定に代わるべき新協定の締

結交渉（結果的に，コトヌ協定締結交渉）自体，ロメ・レジームからの訣別，

ひいては新たな開発協力の枠組みの構築という，EU の設定した土俵で繰り広

げられるものであった。ACP 諸国との正式交渉開始以前の早い段階から，EU

は第五次ロメ協定の締結というシナリオ（選択肢）の可能性を控えめながらも，

しかし断固として，繰り返し否定していった。そして，パートナーシップとい

う論駁不可能な理念を基軸概念とする新協定締結の必要性を執拗に訴え，その

既成事実化を図っていったのである。こうした EU の目論見は，当然のことな

がら，ACP 諸国の強い反発を招くものであり，合意の形成は決して容易では

なかった。とはいえ最終的には，バーゲニング・ポジションにおいて圧倒的優

位に立つ EU が ACP 諸国を押し切るかたちで妥協が成立したのである。以下

の指摘は，そうした交渉過程を活写するものである。

Kenneth Karl は，Courier (Issue 181 June/July 2000) のコトヌ協定特集に，

Time for Change と題する論考を寄せ，ジャーナリストの立場から，コトヌ協

定締結交渉を次のように総括した５）。

欧州委員会の作成したグリーン・ペーパーにより生み出された，内容豊か

な，そしてまた多岐にわたる広範な議論に基づき，それを原動力として，

交渉は，１９９８年９月に開始され，第四次ロメ（改訂）協定の失効直前に

終了した。交渉は，遅々として進まず，議論の紛糾により，幾度となく困

難に直面した。しかし，協力関係を深化させ，より良いものとするために

は，必要な調整は避けて通れないとする両当事者の固い決意を強く反映し

て，建設的な雰囲気の下で交渉が行われた。交渉，すなわち南北パートナ

ーシップのユニークなモデルとして世界から注目された協力関係の再編成
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をめぐる交渉は，四次におよぶロメ協定の実施を通じて積み重ねられ，目

覚しい結果をもたらした四半世紀にわたる協力関係の成果をいかに堅持す

るかという，断固たる決意の下に展開された。グリーン・ペーパーが，そ

の結論として指摘しているように，ロメ・システムは，ACP 諸国に対し

て，さまざまな優遇措置を講ずるものであった。しかし ACP-EU 協力関

係を総合的に評価した場合，その成果は一様ではなく，さまざまな齟齬も

存在した。こんにち，ACP 諸国の半数以上（３９カ国）は，最貧開発途上

国と位置づけられている。ACP 諸国のなかには，ロメにより提示された

機会を有効に活用した国が存在する。しかし，それを経済的離陸に向けて

うまく活用できない国も存在する。ロメ協定の所期の目的がすべて達成さ

れたわけではない。ロメの諸規定の効率的運用の前途には，多くの障壁が

待ち構えている。その意味では，この協定の当事国にとって，新たなパラ

ダイムを構築することが至上命題となっている。・・・（中略）・・・ACP

諸国と EU の双方は，調整の必要性を十分に認識したうえで，敢えてこれ

までの協力関係を持続させることによって，両者間の関係維持を図る旨の

決意を新たにした。さらに，世界経済の変動――それは，近年のグローバ

リゼーションの加速化，および世界貿易に占める ACP 諸国の相対的比重

の低下，あるいは世界貿易を通じて成長および社会・経済発展を極大化し

ようとする ACP 諸国の目論見の挫折に如実に示されている――は，ACP

諸国と EU に対して，協力関係の優先順位を再編成するよう迫るものとな

った。こうして，２０００年２月初めにブリュッセルで合意され，６月にコト

ヌで調印された協定は，これまでとは異質な哲学に基礎づけられるものと

なった。それは，新たな連携関係，セクター戦略の強化，およびより効果

的な協力関係の実現を担保するメカニズムの構築を志向するものである。

１９８２年から１９９３年まで EC 委員会・開発総局長を務め，第三次ロメ協定お

よび第四次ロメ協定締結交渉の先頭に立った Dieter Frisch は，The European

Union’s Development Policy: A Personal View of 50 Years of International Coop-

eration と題する講演において，観察者 (Observer) でもあり当事者 (Protagonist)

でもあるというデリケートな，しかしインサイダーとしての有利な立場からコ

トヌ協定締結交渉を次のように回顧している６）。
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２０００年が目前に迫るにつれて，ロメ・ポリシーの柱とされてきた特権的

関係の終焉を予言し，人々にパニックを引き起こす輩が現れてきた。たと

え軽い気持ちで行われたとはいえ，そのような予言は，われわれにとって

迷惑千万なものであった。EU 域内関係および ACP 諸国間関係を取り巻

く国際環境の変化に鑑みて，誰もがロメ・ポリシーの抜本的変革の必要性

を十分認識していた。とはいえ，より良い，そしてまた実現可能な代替策

が立案される前の段階において，試行的に模索されてきた政策を葬り去っ

ていいのであろうか。幸いにして EC 委員会は冷静であった。１９９６年，EC

委員会はグリーン・ペーパーを公刊して広範な議論を喚起した。そしてそ

の結果が，EC 委員会によるその後の提案の基礎となったのである。こう

して，コトヌへ向けた道が拓かれたのである。

William Brown は，独自性の希薄化という観点から，EU 開発協力政策の歴

史的変遷を分析し，コトヌ協定の締結へと至る道程を次のように描写してい

る７）。

・・・EU 開発協力政策は，第四次ロメ協定の時代に大きく変貌し，ACP

諸国に対する EU の開発政策は，Donor-Recipient 関係の世界的動向，と

りわけ世界銀行主導によるグローバル・トレンドとよりいっそう緊密に連

動するものとなった。とはいえ EU はそれに飽き足らず，第四次ロメ協定

が失効する２０００年までに，開発協力政策のより抜本的な再編成を図ろう

とした。・・・１９９５年に導入された改革は，大幅な変革をともなうもの

ではあったが，欧州委員会の希望に合致するものではなかった。ACP 諸

国との再交渉に先立つ協議過程において欧州委員会は，第四次ロメ協定の

単なる更新という選択肢はありえないとの立場を鮮明にした。欧州委員会

は，さらに踏み込んで，統一的な国家集団としての ACP グループの解消，

ロメ貿易レジームの解消というシナリオをも提示し，新たな政治的関係の

構築，ひいては援助関係の根本的な再構成を提起したのである。

以上の指摘が強調するように，EU と ACP 諸国との交渉は，ロメ・レジー

ムからの訣別，新たな主導原理に基づくパートナーシップ協定の締結（質的変

容）へと収斂していった。それでは，交渉を新たな EU-ACP 協力関係の構築
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へと導いた動因は何であろうか。その背景要因として指摘されるのが，１９８０

年代から１９９０年代への移行の時期に徐々に顕在化し，新千年紀の到来に向け

て一挙に先鋭化していった国際環境の劇的変化である。すなわち，グローバリ

ゼーションの深化・拡大，冷戦の終結にともなう東西イデオロギー対立の終焉，

開発途上国の経済的多様化（南の両極分解の加速化と最貧開発途上国問題の顕

在化），開発途上国を舞台とする民主化の奔流，中・東欧および地中海諸国に

対する EU の戦略的関心――こうした変化は，ロメ・レジームの継続に対する

阻害要因として立ちはだかったのである８）。具体的には，（１）EU のプライオ

リティ・リスト（政策の優先順位）において，頂点に位置づけられていた ACP

諸国は，地政学的に，経済的に，ひいては安全保障上，底辺へと転落していっ

た。（２）民主化の潮流が開発途上国を席巻した結果，人権の尊重，民主主義諸

原理の貫徹，法の支配が主導原理とされ，EU-ACP 協力関係の政治化が亢進し

ていった（政治的コンディショナリティへの移行・強化）。（３）世界貿易機関

(WTO) の発足により，ロメ・レジームの世界自由貿易体制との非両立性が，

よりいっそう鮮明なものとなり，WTO レジームとの整合性の確保が強く求め

られていったのである９）。

こうしたコトヌ協定締結交渉過程を包み込む国際環境の地殻変動（外生変

数）――。以下の記述は，それが EU 域内の動き（内生変数）とどのように連

動して，脱ロメ・レジームという政治的ダイナミズムを生起させていったかを

端的に示すものである１０）。

・・・グローバル化の進展と相互依存の深化という状況の下で，開発途上

国が世界の貿易，投資，生産に占める比重は低下の一途を辿り，開発途上

国がその恩恵にあずかることはなかった。とりわけアフリカは悲惨であっ

た。また人権問題に対する関心の高まりも大きな変化であった。すでに第

四次ロメ協定および第四次ロメ改訂協定において，人権に関する規定が導

入されていたが，民主主義原則および良い統治の重要性をより明確に強調

した新たな規定を設けるべきだとする見解も存在した。それは，新協定に

おいて，人権問題に対して従来よりも踏み込んだ積極的な対応を行うよう

求めるものであった。最後に，WTO ルールとの整合性という問題もあっ

た。１９９７年，WTO の紛争処理パネルは，EU のバナナ・レジームが最恵

国原則および相互主義原則に反する旨の報告書を採択した。・・・いうま
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でもなくそれは EU に対して，WTO ルールに合致した新協定を ACP 諸

国との間に締結するよう求めるものであった。また，ロメ・システムの成

果が不十分なものでしかなかったという事実も，その改革を促す要因とな

った。数次におよぶ欧州開発基金や輸出所得安定化制度による資金援助お

よび貿易特恵は，ACP 諸国の発展を促進するまでには至らなかった。そ

の結果，ロメ・レジームの存在意義そのものに疑念が生じ（正当性の危

機），域内に「援助疲れ」(Aid Fatigue) の気運が蔓延していったのである。

EU と ACP 諸国とのコトヌ協定締結交渉を大きく規定したのは，このよう

な制約条件であった。以下，二つの位相から，その実相を浮き彫りにしてみよ

う。

〔１〕 交渉の基本構図

第四次ロメ改訂協定の正式調印（同協定の発効は１９９８年６月）からほぼ１

年後の１９９６年１１月，欧州委員会は，Green Paper (on Relations between the

European Union and the ACP Countries on the Eve of the 21st Century: Challenges

and Options for a New Partnership) と題する大部（本文７８頁）の政策文書を公

表した。それは，第四次ロメ改訂協定の「後継」協定締結交渉を見据えて，ACP

諸国に対して発せられた高度に政治的なメッセージであった。すなわち，欧州

委員会は，第四次ロメ改訂協定締結交渉の余韻がまだ覚めやらぬこの早い段階

において，ACP 諸国の機先を制するかたちで一方的に決意表明を行い，来る

べき交渉における主導権の確保を企図したのである。それは，EU に有利な政

策環境の醸成という，洗練された，ある意味ではきわめて狡猾な外交戦略に基

づくものであった。その骨子は，以下のとおりである。

第一にまず，基本的な問題意識として，次のような認識が披瀝された。――

（１）ロメ・レジームを取り巻く国際環境は大きく変化しており，新たな視点に

基づく EU-ACP 開発協力関係の再構築が緊急の課題である。（２）ACP 諸国は，

世界経済システムにおいてマージナルな存在でしかない。世界５０カ国の最貧

開発途上国のうち，４１カ国が ACP 諸国で占められているという現実（惨状）

を直視すべきである。（３）EU 加盟国の国民は，成果と直結する効果的な援助

の実施を強く求めている。（４）EU 開発協力政策の最優先課題は，貧困の撲滅

であり，その一環として市民社会や民間セクターとの連携強化が不可欠である。
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（５）ポスト植民地時代が終焉したとはいえ，ACP 諸国との関係は，EU のアイ

デンティティそのものであり，EU は ACP 諸国の開発に大きな責任を負って

いる。そこで問われているのは，EU-ACP 開発協力関係の再活性化である。

第二に，ロメ・レジームを取り巻く問題状況が，次のように総括された。

――（１）東西冷戦構造の崩壊による市場経済システムの世界的拡大，および

対象を特定の国家に限定した排他的・特権的な国家間関係の終焉により，国際

市場体制の再編成が進行している。それは，国際社会に新たな亀裂を生み出し，

国際的安定を阻害する撹乱要因へと転化する危険性を内包している。このよう

な新たな国際環境の下において，EU の対外関係はこれまで以上に世界的な拡

がりをもち，かつ個別状況に対応しうるキメ細かなものでなければならない。

（２）国際社会が EU に求めているのは，第一義的には，政治的責任の行使であ

る。したがって EU は，世界の「解放」に向けて，とりわけ依然として不安定

な状況が支配的である ACP 諸国の民主化に向けて，積極的に支援を行うべき

である。（３）開発途上国に蔓延する貧困や不平等の軽減こそが EU の目標であ

る。それは，国際社会における平和と安定の維持，相互依存の制御（リスク管

理），ひいてはヨーロッパ諸国が具現する政治的・社会的諸価値の外延的拡大

に寄与するものである。（４）東西冷戦の終焉により，国際社会において自由に

政治的議論を戦わせることが可能となった。その結果，EU と ACP 諸国との

開発協力関係についても，責任の所在を明確化させる（追及する）ことが可能

となった。（５）ACP 諸国の制度や経済政策が，EU による援助の効果的推進を

阻害する構造的な制約条件として立ちはだかっている。そもそも，パートナー

シップを主導原理とする開発協力という理念は空文化しており，実態から遊離

している。（６）ACP 諸国の多くは，貿易特恵の活用を可能とする経済政策や

国内条件を充足していない。その結果，EU が ACP 諸国に供与する貿易特恵

は，所期の目的を達成するまでに至っていない。（７）ACP 諸国との間に新た

な貿易レジームを構築するにあたり EU は，次の３要素を新たに考慮する必要

がある。すなわち，WTO レジームの下では，①より厳格な紛争処理手続きが

導入されており，非相互的な特恵制度の存在意義そのものに疑問符が投げかけ

られている。②多国間および地域間レベルにおける，より迅速な貿易自由化が

標榜されている。③貿易交渉において，環境，競争政策，投資コード，技術・

保健基準，基本的社会権の遵守等，以前にも増して新たな課題が重要な争点と

なりつつある。（８）ACP 諸国に対する EU の資金・技術協力が，誠実な履行
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を担保する政治的コミットメントを取り付けることなく，機械的に行われるケ

ースも少なくない。（９）ACP 諸国の経済的パフォーマンスは，国により大き

く異なる。アフリカ諸国のなかでも，適切な経済政策を展開し，構造改革を実

行している国は，一定の成果を達成するに至っている。

第三に，以上の状況認識に基づき，EU と ACP 諸国の開発協力関係に新た

な息吹（モメンタム）を与え，来るべき２１世紀に向けて，時宜にかなった適

切かつ効果的な挑戦（援助）を行うための諸方策（改善策）が，さまざまな政

策オプションの提示というかたちで展開された。その輪郭は，以下のとおりで

ある。――（１）EU と ACP 諸国の開発協力関係を再活性化させるためには，

両者間の政治的関係（政治的コミットメント）の強化が不可欠である。（２）EU

にとって，対話を通じた ACP 諸国との政治的関係の強化は，EU 共通外交政

策の一翼を担う重要な活動領域として位置づけられなければならない。（３）

ACP 諸国は，積極的な制度改革，および経済的，社会的，ひいては環境に関

する国際的な合意事項の追求を EU との新たなパートナーシップ構築の基礎に

位置づけるべきである。（４）EU 開発協力政策は，開発という政策目標の追求

を担保しうるだけの十分な自立性を保証されるものでなければならない。（５）

EU と ACP 諸国との間に構築すべき新たな開発協力の枠組みは，ACP 諸国の

貿易自由化を支援するものでなければならない。それは，効率性の確保という

観点から，Principle of Differentiation に基づき，個々の ACP 諸国の特殊性に配

慮したキメ細かなものでなければならない。またそれは，次の二つの要件を満

たすことが求められる。すなわち，①さまざまな改革・開発政策に対して最終

的な責任を負うのは，被援助国たる ACP 諸国自身である。②EU は，加盟国

の国民に対して，援助の使用状況に関して説明責任をはたさなければならない。

そのための具体的な方策としては，ACP 諸国との政策対話の推進，ACP 諸国

の政策形成・立案能力の向上，モニタリング作業の修正（手段・方法から結果

および進捗状況重視へ）が想定される。（６）開発過程に対する非政府行動主体

（民間セクターや市民社会の代表）の積極的な参加促進が重要である。（７）い

わゆる ACP 諸国とよばれるものは，政治的にも，経済的にも，実体としては

存在しない。それはそもそも歴史的な産物であり，EU のカウンターパートと

して便宜的に形成されたものにすぎない。したがって，きたるべきパートナー

シップ協定の締結に際しては，ACP 諸国の地理的範囲の変更という事態も否

定できない。（８）ACP 諸国の地理的範囲の修正に関しては，ACP 諸国の多様
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化，開発協力の目的と優先順位，および貿易レジームの多様化，さらには「卒

業国」における援助ニーズの減少等を考慮する必要があろう。とりわけ，ACP

諸国との非相互的特恵貿易協定の修正は不可避であり，個々の開発途上国の実

情に合致したキメ細かな貿易協定の締結が求められよう。（９）EU が ACP 諸

国との間に締結する新協定に関しては，具体的には，以下の４オプションが想

定されよう。――①現状維持：ただし若干の微調整をともなうものとする。②

包括的な協定＋２国間協定：きわめて一般的な協定を結び，それを各 ACP 諸

国の個別事情を反映した２国間協定により補完する。③ロメ協定の細分化：

ACP 諸国をサブ・リージョン（サブ・サハラ・アフリカ諸国，カリブ海諸国，

太平洋諸国）に分割する。そのうえで，各サブ・リージョンとの間に，それぞ

れの特殊性を考慮し，地域協力の促進を視野に入れた開発協力協定を締結する。

④最貧開発途上国との特別協定：ACP 諸国に限定せず，すべての最貧開発途

上国を対象とする特別協定を締結する。（１０）より効果的な開発協力の実現に

向けて EU は，EU 加盟国，およびさまざまな援助供与主体との間の連携・調

整関係を強化すべきである。とりわけ，EU および EU 加盟国が，統一的かつ

包括的な対 ACP 開発協力戦略を構築することが求められる。（１１）EU は，開

発協力をめぐる新たな国際的潮流，過去の経験，ACP 諸国の社会的・経済的

発展の現状を踏まえて，開発協力における新たな優先順位を策定すべきである。

すなわち，EU と ACP 諸国は，①経済・社会・環境，②制度，③貿易と投資

を，相互補完的な３本柱として新たな開発協力政策を再編成すべきである。

（１２）ACP 諸国に対する EU の経済的支援は，ACP 諸国がスムーズに世界経

済に統合できるように，ACP 諸国の経済的競争力の強化を図るものでなけれ

ばならない。（１３）ACP 諸国に対する EU の社会的支援は，貧困の削減に焦点

を当てるものでなければならない。（１４）EU は，持続可能な開発という観点

から，ACP 諸国の環境保全に対する支援をさらに強化すべきである。具体的

には，貧困と環境破壊，環境保全に必要なコストの予算計上，能力開発，参加

型アプローチを優先課題とすべきである。（１５）EU は，ACP 諸国の制度改革

に対して，より積極的に関与すべきである。ただしそれは，本質的に政治的な

営みであり，ACP 諸国の権力構造の変更，ひいては ACP 諸国からの激しい反

発を招くことは必至である。したがって，制度改革を支援するにあたり EU は，

細心の注意を払って ACP 諸国との間に強力な政治的関係を樹立することが必

要である。（１６）ACP 諸国の政治的・社会的移行を支援するにあたり EU は，
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多様な国家・社会の集合体としての EU の特性を十分に発揮できる分野に特化

して，重点的に援助を行うべきである。（１７）ACP 諸国との新たな貿易協定の

締結に際しては，ACP 諸国の対外経済関係の多様化促進，およびさらなるマ

ージナル化回避という観点から，以下の４オプションが想定されよう。――①

現状維持：ACP 諸国に限定した非相互的特恵貿易協定の締結。②EU 一般特恵

制度 (GSP) の適用：開発協力協定からの貿易規定の切り離し。③相互主義原

則の一律適用：すべての ACP 諸国による，対 EU（逆）特恵の漸進的適用。

④相互主義原則の選択的適用：ACP 諸国を構成するサブ・グループと EU と

の間の相互的特恵貿易協定の締結。（１８）ACP 諸国に対する民間投資の促進に

向けて EU は，２国間レベルでの交渉に代えて，サブ・リージョン・レベル，

あるいはグループ・レベルでの投資保護協定締結交渉を加速すべきである。

（１９）EU は，ACP 諸国に対する資金・技術協力の実施方法を抜本的に見直し，

効率的実施に向けてその簡略化を図るべきである。（２０）EU は，援助資金の

配分にあたり，ACP 諸国の資金需要に加えて，パフォーマンス（達成度）や

管理・運営という要素も補完的に考慮すべきである。（２１）EU が援助と引き

換えに ACP 諸国に求める諸条件（コンディショナリティ）は，グローバル・

ドナー・コミュニティが開発途上国に課するコンディショナリティと整合する

ものへと改められるべきである。またそれが実効的なものとなるためには，現

実的，包括的，そして厳格なものでなければならない。（２２）EU と ACP 諸国

の共同管理による資金・技術協力という理念は形骸化（非効率的運営や自己改

革努力の欠如）しており，抜本的な改革が不可欠である。（２３）欧州開発基金

(European Development Fund) を共同体予算に組み入れ (Budgetization)，真の意

味での EU 開発協力政策の展開を図ることが必要である。それにより，EU 加

盟国がバイラテラル・レベルで行う開発協力と，欧州委員会の管理下で EU が

行う開発協力との相乗効果が期待される。

このような EU の攻勢――高度に政治的・戦略的なイニシアティブ――に対

して，ACP 諸国は首脳会議の開催で対応（応酬）した。すなわち，いわば事

後的に ACP グループ（諸国）の設立を制度化（正当化）したジョージタウン

協定の締結（１９７５年６月６日・ガイアナ）からほぼ２０年後の１９９７年１１月，

ACP 諸国は，ガボンのリーブルビルで第１回 ACP 諸国首脳会議を開催し，リ

ーブルビル宣言の採択というかたちで Green Paper に対する ACP 諸国の公式
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見解を明らかにした。それは形式的には，既定方針に基づく行動であった。と

いうのも，既に１９９５年１１月，モーリシャスにおける第四次ロメ改訂協定の調

印式典にあわせて開催された ACP 閣僚理事会は，きたるべき第四次ロメ改訂

協定の後継協定締結交渉開始を視野に入れて，１９９７年末までに首脳レベルで

の会議を開催する旨を決定していたからである。とはいえ，首脳レベルでの参

加は４０カ国余にとどまったものの，７１カ国の ACP 諸国（第四次ロメ改訂協

定締約国）がすべて参加して，現実に会議の開催にこぎつけたという事実は，

異例かつ政治的にきわめて大きな意味をもつ画期的な出来事であった。ACP

諸国は，首脳会議の実現，ひいては会議の成功に向けて，サブ・リージョン・

レベル（アフリカ諸国・カリブ海諸国・太平洋諸国）での協議を積み重ねてい

った。さらに ACP 諸国の絶対多数を構成するアフリカ諸国の場合，モーリシ

ャスのイニシアティブの下で，西アフリカ諸国，東アフリカ諸国，南部アフリ

カ諸国がそれぞれ個別に協議を行い，最終的には，OAU（アフリカ統一機構）

の場において，アフリカ諸国としての統一的な立場を確認するまでに至ったの

である。EU が首脳会議に，欧州委員会委員長，開発協力担当・欧州委員会委

員，欧州議会代表等を送り込んだのは，このような首脳会議にかける ACP 諸

国の強い決意（意気込み）に敏感に反応するものであった１１）。

こうした経緯を踏まえて，１９９７年１１月６日－７日，ガボンで開催の運びと

なった ACP 諸国首脳会議は，ACP 事務局長によれば，（１）将来を見据えて，

ACP−EU 関係に弾みをつけ，ACP 諸国の内発的発展を促進する。（２）ACP 諸

国の社会的・経済的発展を加速するための諸方策を検討する。（３）ACP 諸国

にとって望ましいかたちでの世界経済への統合を模索する。とりわけ EU 対外

経済関係の構造変容という新たな状況の下で，ACP 諸国にとって望ましい地

位の確保を図ることを目的とするものであり，具体的には，（１）ACP 諸国に

対して国際社会が投げかけている戦略的な挑戦，および（２）２０００年以降にお

ける，ACP−EU 関係のあり方に焦点を当てるものであった１２）。こうして，１９９７

年１１月７日，ACP 諸国７１カ国は全会一致でリーブルビル宣言を採択した１３）。

それは，EU のみならず，国際社会全体に対して発せられた政治的メッセージ

であった。その骨子は，以下のとおりである。――（１）ACP 諸国の，経済的，

政治的，社会的，および文化的発展に対するロメ協定の貢献を認める。ただし，

ロメ協定に基づく開発協力関係はさらに強化されることが必要である。そのた

めには，本当の意味での，より対等なパートナーシップに基づく関係の再構築
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が求められる。（２）ACP 諸国は，民主主義，良い統治，法の支配，人権の尊

重という諸価値の実現に向けたコミットメントを強化する。（３）ACP 諸国の

＜グループ＞としての統一と連帯を強化し，地理的実体としての ACP 諸国の

存続を図る。（４）ACP 諸国の国家間＜グループ＞としての政治的アイデンテ

ィティを強化し，国際場裏において，ACP 諸国が統一的な主体として行動し，

発言できるよう努める。（５）人々の生活を改善するための前提条件として，平

和と安定の強化・実現を図る。（６）経済改革（マクロ・レベルおよびセクター

・レベル）の一環として，民間セクターの発展を促進する。（７）相互間の経済

協力および地域統合の推進・強化を通じて ACP 諸国の競争力強化を図り，世

界経済の自由化によりもたらされる挑戦（諸困難）に対処する。（８）開発過程

に対する女性や若年層の効果的な参加の促進という観点から，制度の発展や

人々の能力向上を図る。（９）ACP 諸国の多くは，新たな国際環境の下で困難

な構造調整プログラムを遂行している。また，ほとんどの国々は，民主化，法

の支配，良い統治，人権の尊重の分野において，抜本的な改革に取り組んでい

る。こうした，経済的・社会的改革の結果，ACP 諸国の経済的・社会的発展

の前途は明るいものとなっていることを，ACP 諸国は高く評価する。（１０）

ACP 諸国は，公正な国際貿易秩序の構築を志向する。とはいえ，ACP 諸国の

経済は脆弱であり，社会的統合も磐石ではない。したがって，WTO ルールの

一律・機械的な適用は，ACP 諸国を混乱に陥れるものとなりかねない。（１１）

農産品貿易の無制限な自由化は，ロメ協定により ACP 諸国に保証された優遇

措置を脅かすものとなる。したがって，ACP 諸国は，EU および WTO 加盟国

に対して，ACP 諸国（生産者）の正当な権利の確保を保証するよう求める。

（１２）国際経済秩序は不平等であり，いまだかつて対等な土俵の上で競争が行

われたことはない。したがって，ACP 諸国は，国際経済を規定するルール・

規則の適用にあたり，開発途上国に対しては，特別かつ差異のある取り扱い

(Special and Differential Treatment) の実施を求める。（１３）WTO ルールの適用

に当たり，最貧開発途上国・内陸国・島嶼国が直面する特別な困難を考慮に入

れ，これら経済的に脆弱な国々のニーズに国際社会が配慮することを強く求め

る。（１４）ACP 諸国と EU との間に新たに締結される協定は，これまでのロメ

・レジームの成果を踏まえたうえで，それをより良いものとし，かつ世界経済

のグローバル化に対応するものでなければならない。（１５）ACP 諸国は，個々

の国々やサブ・リージョンの特殊性を考慮に入れた協力政策の策定・実施に対
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しては，必ずしもそれを全面的に否定するものではなく，Positive Differentiation

として受け入れる用意がある。ただしそれはあくまでも，ACP 諸国の＜グルー

プ＞としての統一と連帯性の維持を大前提とするものである。（１６）EU との

広範かつ真摯な政治対話は，協力関係の強化を可能とするものである。それは

また，紛争の予防・管理・解決に向けた地域的メカニズムの強化に寄与しうる。

（１７）ACP 諸国の競争力を改善し，世界経済への漸進的統合を図るためには，

これまでとは異なる，より適切な協力のメカニズムが必要である。（１８）貿易

特恵は，それなりに有意義ではあるが，ACP 諸国の競争力を確保し，輸出を

促進するうえで必ずしも十分とはいえない。（１９）過度の集権化，および手続

きの不透明さや煩雑さによる意思決定の遅れは，EU から供与される諸資源の

適切かつ有効な活用を阻害している。したがって ACP 諸国は，援助メカニズ

ムや援助スキームの簡略化・合理化を求める。（２０）ACP 諸国首脳会議は，ACP

閣僚理事会に対して，１９９８年９月半ばまでに，EU との交渉に臨む ACP 諸国

としての基本的な立場（交渉におけるマンデート）を策定するよう求める。

ともあれ，本交渉の開始に向けた前哨戦――事前の腹の探りあいという通過

儀礼――を踏まえて，１９９８年９月３０日，EU と ACP 諸国は，２０００年２月２９

日に失効予定の第四次ロメ改訂協定に代わるべき新協定の締結交渉を正式にス

タートさせた。交渉は，四つの作業部会に分かれて行われ，ダカール（１９９９

年２月），ブリュッセル（１９９９年７月），ブリュッセル（１９９９年１２月）と，３

次にわたる閣僚協議を経て，２０００年２月２日－３日の両日，ブリュッセルでの

閣僚協議において最終的な妥協点を見出し，１８カ月に及ぶ交渉に幕が下ろさ

れた１４）。

それでは，EU および ACP 諸国は，どのような立場から交渉に臨んだので

あろうか。EU に関しては，１９９８年６月２９日，EU 閣僚理事会は欧州委員会

に対して，次のようなマンデートを与えた１５）。まず交渉の基本的方向性に関し

て，（１）交渉は，１９９８年９月３０日，閣僚レベルでの協議で開始されるものと

する。（２）交渉の目的は，＜政治対話，開発協力，経済および貿易関係＞を柱

とする EU と ACP 諸国との間の特別な関係の再活性化・強化である。（３）新

たに締結される＜パートナーシップ協定＞は，＜簡潔・明快・平易＞なもので

なければならない――旨を強調した。そのうえで，EU 閣僚理事会は，交渉に

おける具体的なアジェンダに関して，１９９７年１０月，欧州委員会が作成した政
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策ガイドライン (Guidelines for the negotiation of new cooperation agreements

with the African, Caribbean and Pacific〔ACP〕countries) を，ACP 諸国との交渉

における基本的指針とすることを承認した。すなわちそれは，１９９６年１１月，

民主的かつ参加型の，そしてまた透明性を担保した政策形成を標榜して欧州委

員会が作成・公表した Green Paper およびそれに対してさまざまな利害関係主

体（ステークホールダー）から寄せられた意見・批判・・・等に基づくもので

あった。その概要は，以下のとおりである。

第一に，ポスト植民地時代 (Post-colonial days) の終焉という基本的な状況認

識に基づき，EU-ACP 関係を貫く新たな主導原理として，次の５原則が謳わ

れた。――（１）政治的次元の強化：EU-ACP 関係は，新たな国際開発モデル

に準拠し，平和，安定，紛争の予防と解決・・・等に資するものとして，EU

対外関係の全体的文脈において再定義されなければならない。（２）貧困の緩和

を基礎とするパートナーシップの構築：貧困重視戦略への転換が，EU 開発協

力の範囲を狭隘化させるものとなってはならない。（３）相互利益に基づく真の

経済的パートナーシップ関係への発展：一般的な EU-ACP パートナーシップ

協定を締結し，その枠組みの下で，WTO 原則と整合する地域的あるいはサブ

・リージョナルな協定の締結を図る。（４）資金・技術協力の根本的改革：複雑

なスキームの簡略化や合理化，直接的財政支援への移行，オーナーシップの確

立・・・等，資金・技術協力の制度的枠組みを抜本的に改める。（５）ACP 諸

国の地理的細分化：ACP 諸国の＜グループ＞としての一体性を大前提とした

うえで，キメ細かい効果的な開発協力の推進という観点から，それを幾つかの

サブ・グループに細分化してカウンターパートとする。

第二に，２５年間におよぶロメ・レジームの軌跡が次のように批判的に総括

された。――（１）パートナーシップおよび国際的な契約に基づく予測可能か

つ安定した開発協力関係の展開というロメ協定の基本原理は，新たな理念に基

づく類まれなモデルであった。しかし，その実現は容易ではなかった。（２）援

助に対する依存体質，短期的な視点からの行動，ひいてはさまざまな危機は，

以前にもましてパートナーシップ関係に暗い影を投げかけるものとなった。

（３）ACP 諸国の制度的欠陥，経済的・社会的諸政策は，しばしば EU が効果

的な協力を推進するうえでの阻害要因となった。（４）ロメ・レジームを機能不

全に陥らせた責任の一端は，EU にも求められる。すなわち，煩雑な手続き，

柔軟性の欠如，名ばかりの共同運営，ほぼ自動的に行われた資金援助，実効性
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をともなわない貿易特恵・・・等は，効果的な開発協力の実現を阻害した。

第三に，ロメ・レジームの閉塞状況を打破し，EU-ACP パートナーシップ

関係の再活性化に向けて，新たな問題意識に基づき，政治的協約 (Political

Contract) を結ぶことが謳われた。すなわち，EU と ACP 諸国の関係は，旧来

の＜Donor-Recipient＞関係という固定観念から脱却し，次のような共同利益の

確保を図るものでなければならない旨が強調された。――（１）暴力的紛争の

根本原因にメスを入れ，平和と安定を確保する。（２）他の援助供与主体と協力

して，持続可能な開発，とりわけ貧困の軽減を図る。（３）人権と社会発展を保

証する開発モデルを推進する。（４）国際協力の進展がはかばかしくない分野に

おいては，率先して，より積極的に協力関係の推進を図る。（５）EU および

ACP 諸国の双方に利益をもたらす経済発展を推進する。

第四に，ACP 諸国のオーナーシップを前提としたうえで，次のような柱か

らなるパートナーシップの構築が提案された。――（１）政治次元の強化と徹

底的な対話。（２）機会均等，良い統治，紛争の平和的処理，市民社会の参加等

を社会規範として受け入れる政治環境の構築。（３）健全かつ責任ある政策の策

定に向けた改革およびその支援。（４）包括的な制度改革の推進。（５）社会次元

の強化。（６）民間セクターの開発。（７）環境問題に対する配慮。（８）相互利益

をもたらす経済協力の推進。（９）協力関係の地域的細分化。（１０）島嶼国経済

を苛む制約条件への配慮。（１１）ACP 諸国の発展段階，ニーズ，長期的開発戦

略に対応した，＜選択と集中＞を柱とする支援。

第五に，ACP 諸国との交渉に臨むにあたり，過去に根ざす協力関係から脱

却して，未来志向の戦略的協力関係への転換を図る旨が強調された。また，EU

対外関係の全体的文脈において EU-ACP 関係を再編成し，その基軸となる＜政

治・貿易・開発協力＞の諸次元間の整合性の確保，ひいては EU 域内政策との

整合性確保が謳われた。

第六に，政治的中立性の神話が否定され，EU-ACP 協力関係の政治的意義が

強調された。そのうえで，開発協力政策の自立性堅持という留保条件つきなが

らも，EU 共通外交安全保障政策の一環としての開発協力政策の積極的活用，

とりわけ紛争の予防や平和構築の分野において開発協力政策がはたす役割が謳

われた。さらに，新たな開発アジェンダ（貧困の緩和や社会開発・・・等）の

達成は，ACP 諸国の社会構造や権力構造の大変革をともなうものであり，純

粋に技術的・経済的観点からのアプローチでは対処しえないとの認識に基づき，
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徹底的な政治対話推進の重要性が強調された。

第七に，＜新たな政治対話＞の展開という観点から，以下の諸点が強調され

た。――（１）人権，民主主義の諸原則，および法の支配は，EU-ACP 関係の

Essential Element（本質的要素）を構成している。（２）人権は普遍的かつ不可

分であり，その厳格な解釈と適用が不可欠である。（３）民主主義の諸原則に関

しては，単一の普遍的モデルが存在する訳ではないが，それは少なくとも代表

制民主主義の基本的特徴（権力分立や市民的自由等）を具現するものでなけれ

ばならない。（４）Good Governance（良い統治）は，法の支配と同様に，社会

開発や貧困の緩和を実現するうえできわめて重要である。それは，汚職の撲滅

や参加型開発の促進を可能とするものであり，EU は ACP 諸国との新たな協

定において，良い統治を協力関係の本質的要素と規定することを強く主張する。

（５）政治対話は，EU-ACP 関係において，援助および経済協力を補完する第三

の柱であり，成熟した，かつ責任ある対等なパートナー間の関係に活力を与え

るものである。

このような EU の動きに対抗して，ACP 諸国も，１９９８年５月以降，ACP 貿

易相会合および ACP 事務局を中心に，対 EU 交渉戦略の策定を加速した１６）。

こうして，交渉に臨む ACP 諸国の基本的かつ統一的な立場を謳った ACP

Group Negotiating Mandate (30 September 1998) が策定された。その概要は，以

下のとおりである。

第一に，交渉を取り巻く国際政治経済環境の構造変容（冷戦の終焉，グロー

バリゼーション，WTO の発足，環境および開発に対する関心の高まり，マー

ストリヒト条約の発効による EU の誕生），およびアジア通貨金融危機の勃発

（１９９７年－１９９８年）により，南北開発協力関係の基本枠組みの再検討，および

その改革がますます急務の課題となっているとの基本認識が強調され，リーブ

ルビル宣言の精神および文言が再確認された。

第二に，新協定が依拠すべき主導原理として，以下の５点が強調された。―

―（１）新協定は，本当の意味での，より強化された戦略的パートナーシップ

に基づくものでなければならない。それは，コンディショナリティとは無縁で

あり，かつ予測可能な安定的資金供与をともなうものでなければならない。（２）

新たなパートナーシップは，バランスのとれた，かつ条件のつかない政治対話

により支えられなければならない。それは，ACP 諸国の連帯と統一，および

Positive Differentiation を基本原理とすべきである。（３）ACP 諸国の目的は，
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平和・安全・安定が確保された政治環境の下で，経済成長を維持し，持続可能

な開発を達成することにある。ACP 諸国にとっては，開発こそが第一義的な

課題であり，それが政治的な課題に従属させられてはならない。すなわち，開

発は，それ自体が目的であり，基本的人権にほかならない。（４）新協定は，貧

困の根本原因の根絶，食糧安全保障の確保，社会を構成する各層（民間セクタ

ーや NGO を含む）の政治的・経済的・社会的登用，ACP 諸国の世界経済へ

の漸進的かつスムーズな統合等，ACP 諸国の具体的な課題に配慮するもので

なければならない。とりわけ，ACP 諸国には最貧開発途上国が多く含まれて

おり，新協定は，それら諸国の国際経済におけるマージナル化のリスクを大幅

に軽減するものでなければならない。（５）ACP 諸国の直面する諸課題を達成

するためには，適切な政治的・経済的・社会的インフラストラクチャーの構築

と展開，貿易と投資の発展，民間セクターの促進が不可欠である。

第三に，政治的・制度的課題として，以下の諸点が強調された。――（１）

政治対話は，政治的命令の代替物となってはならない。それはまたコンディシ

ョナリティという性格を帯びるものでもない。（２）リーブルビル宣言でも再確

認されたように，ACP 諸国は，民主主義，法の支配，人権の尊重，良い統治

を重視し，その実現にコミットしている。（３）ACP 諸国は，EU との協力関係

の本質的原則 (Essential Principles) が遵守されていないという理由で，EU が一

方的に開発援助を引き上げることを容認しない。（４）政治対話には，次のよう

な ACP 諸国の関心事項が含まれるべきである。すなわち，①紛争の予防と管

理，および紛争後の国家建設。②EU 諸国に滞在する ACP 諸国からの移民問

題。③ACP 諸国に対してマイナス効果をもたらす EU と第三国との関係。④

ACP 諸国の安定性を脅かしかねない EU の行動（武器貿易，多国籍企業の活

動，核実験，産業廃棄物の移動と処理，ドラッグの密輸，マネーロンダリング，

汚職，人種差別，対人地雷の製造と輸出等）。⑤市民社会および民間セクター

の参加促進。⑥人道援助と食糧政策。⑦環境保護にかかわる政策措置の適用。

（５）サブ・リージョン・レベルでの EU と ACP 諸国との政治対話が，政治的

実体としての ACP 諸国の団結を阻害するものとなってはならない。（６）ACP

グループの地理的範囲は，現行どおりアフリカ，カリブ海，太平洋の独立国家

に限定されるべきである。ただし，それら地域に属する海外の領土および領域

(OCT) が独立を達成した場合には，ACP グループへの参加を認めるべきであ

る。また，キューバに関しても，グループへの参加の道を開くべきである。（７）
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ACP 諸国相互間の協力関係の推進（地域化 Regionalisation）は，EU-ACP 開発

協力の目的に合致する有効なアプローチであり，新協定においては，さまざま

なサブ・リージョンの多様なニーズ，および個々の ACP 諸国の異なる発展段

階に配慮した規定を設け，その実施を担保する保障措置を講ずるべきである。

（８）ACP 諸国の多様なニーズを考慮する (Positive Differentiation) にあたり，

最貧開発途上国，とりわけ経済的に脆弱な内陸国や島嶼国の特別かつ増大する

開発ニーズに十分な配慮を行うべきである。

第四に，貿易および貿易関連事項に関して，次のような基本認識が再確認さ

れた。――（１）ACP 産品の EU 市場に対する特恵的アクセスの付与は，限定

的ながらも，ACP 諸国経済の成長に寄与している。ただし WTO ルールの下

では，そのような非相互的特恵貿易制度の存続はもはや容認されない。（２）ACP

グループは，EU に対して，現実的かつ十分な移行期間を設けて ACP 諸国経

済の競争力を強化し，特恵貿易制度の廃止により ACP 諸国経済が壊滅的な打

撃を受けることのないようにすることを求める。（３）特恵貿易制度の廃止に備

えた移行期間が終了した後も，最貧開発途上国やきわめて脆弱な国々を対象と

する非相互的特恵貿易制度は維持されるべきである。（４）新協定では，自由化

の推進を志向する WTO 体制へのスムーズな適応＜調整＞に向けて，貿易の発

展を支援する規定を設けるべきである。（５）EU は，２０００年から２００５年にか

けて，ACP 諸国との間に，ACP グループの全体レベルかサブ・リージョン・

レベル，あるいは個別国家レベルにおいて，自由貿易協定締結交渉を行うこと

を提案しているが，その意義については慎重な検討が必要であり，またそれは

あくまでも自由意志に基づいて行われるものでなければならない。（６）EU は，

最貧開発途上国以外の ACP 諸国に対しては，一般特恵制度 (GSP) の適用を提

案しているが，かりに強化・改善されたとしても，それはロメ協定に基づく貿

易特恵制度よりも劣るものである。（７）一次産品に対する特別議定書は，適宜

必要に応じて再検討を加えたうえで，維持・強化されるべきである。とりわけ，

バナナに関する議定書は，強化されるべきである。また，砂糖に関する議定書

は，法的には独立した規定であり，新協定締結交渉の対象に含むべきではない。

第五に，開発にかかわる資金援助に関して，次の３点が強調された。――

（１）これからの協力関係は，健全なマクロ経済政策の実施，財政規律の確保，

市場重視，必要な調整措置の実施等，ACP 諸国自身の努力を補完するもので

なければならない。（２）資金・技術協力は，ACP 諸国自身が構築・策定した
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開発戦略・目的・優先順位に基づいて実施されなければならない。それは具体

的には，①ACP 諸国自身のオーナーシップによる経済・社会改革，②中・長

期的な開発計画の策定を可能とする予測可能かつ安定的な資金援助，③さまざ

まな資金援助制度（スキーム）の簡略化と合理化，④柔軟なプログラミング，

⑤管理手続きの分権化と改善を基本原理とすべきである。（３）新協定は，とり

わけ，人々の能力強化，ジェンダー，インフラストラクチャーの構築・整備，

国家行政機構の改革と近代化，地域協力および地域統合，環境および天然資源

の保護に関する ACP 諸国のダイナミックかつ多様なニーズに応えるものでな

ければならない。

以上が，EU（１５カ国）と ACP 諸国（７１カ国）の交渉に臨む基本的かつ統

一的な立場である。それはいうまでもなく，EU および ACP 諸国をそれぞれ

構成する国家間に繰り広げられた複雑な政治過程の産物（パッケージ・ディー

ル）であり，さまざまな外交的言辞に彩られるものである。すなわち，EU と

ACP 諸国の双方は，南北関係の基本動向を踏まえて，とりわけ Global Donor

Community における主導原理（基軸概念）を駆使して，お互いに自己の立場

の正当化，ひいては交渉における主導権の確保を図ったのである。したがって，

その言わんとするところ（真のメッセージ）を的確に理解・把握するためには，

複雑な歴史的背景を踏まえたうえでの，行間の読み込み作業が不可欠である。

このような観点から EU と ACP 諸国の交渉に対する基本戦略を対比させた

場合，パートナーシップに基づく南北開発協力の実践的モデルという格調高い

エールの交換とは裏腹に，両者間には，これまで何度となく繰り返されてきた

同床異夢というパターンが依然として支配的であった。いうまでもなく，EU

と ACP 諸国が展開した開発協力シナリオは，基本的には共通の言語（ジャー

ゴン），共通のパラダイムに依拠するものであり，その限りにおいて，交渉に

臨む両者の基本的スタンスに大きな隔たりは存在しなかった。EU と ACP 諸

国は，長年にわたり蓄積してきた協力関係を共有財産とし，それによって培わ

れた共通の土俵に基づき，交渉ゲームのスタートラインに立ったのである。

とはいえ，こうした表面的なコンセンサス（基本的認識の一致）にもかかわ

らず，両者の間には深い亀裂が横たわっていた。そもそも，交渉の原点として，

その基本的方向性を大きく規定する，協力関係の原理・原則（総論）のレベル

においても，EU と ACP 諸国との間には決して看過しえない重大な齟齬が存
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在した。たしかに両者は，相呼応して，＜パートナーシップと政治対話＞を車

の両輪と位置づけ，それを梃子として＜貧困の削減，持続可能な開発，ACP

諸国の世界経済への統合，最貧開発途上国や脆弱な内陸国・島嶼国に対する特

別措置＞を基本的課題として追求することを高らかに宣言した。とはいえ，そ

のような両者の共通認識は磐石ではなかった。というのも，高度に抽象的な原

理・原則は，本来的に曖昧かつ多義的である。それは多分に相違点を糊塗する

政治的レトリックとして利用されがちである。この点に関しては，EU と ACP

諸国も例外ではなかった。両者が論駁困難な規範的基軸概念として提示したさ

まざまなジャーゴンは，相互間の本質的かつ微妙な緊張関係を曖昧にしたまま，

敢えて優先順位をつけることなく羅列されるものであった。こうして EU と

ACP 諸国は，交渉のスタートラインにおける決定的な対立の回避を図ったの

である。

もっとも，こうした EU と ACP 諸国との間の阿吽の呼吸による微妙なバラ

ンスは，アジェンダが協力関係の手段・方法（各論）のレベルへと移行するに

つれて，その脆弱性を露呈していった。すなわち，EU と ACP 諸国は，とり

わけ以下の諸点に関して，否応なしに認識の相違という現実に直面したのであ

る。――（１）パートナーシップおよび政治対話とコンディショナリティとの

＜トレードオフ＞関係。（２）Essential Element の範囲，とりわけ Good Govern-

ance 条項導入の是非。（３）政治対話のアジェンダ，およびその実効性を担保

する制度的枠組みの強化。（４）パートナーシップにコミット（参加）すること

を認められる行動主体の範囲。（５）ACP 諸国の地理的範囲の確定――キュー

バおよび新たに独立する太平洋諸国の加盟問題。（６）新たな貿易協定への移行

措置――移行期間および例外措置の設定。（７）協力関係の効果的実施措置――

スキームの根本的変革。（８）優先的協力分野に関する規定の具体化。（９）ACP

諸国のニーズ重視か，それともパフォーマンス（成果・実績）重視か。（１０）

協定本文の簡略化と付属文書の法的位置づけ。

ともあれさまざまな思惑を秘めて EU と ACP 諸国は，１９９８年９月３０日，

ブリュッセルで第四次ロメ改訂協定の後継協定締結交渉を正式にスタートさせ

た。いうまでもなくその過程は直線的ではなく，起伏に満ちたものであった。

以下，Courier を手がかりとしてその政治過程を再構成してみよう。

１９９８年９月３０日，開発問題担当・欧州委員会委員 João de Deus Pinheiro は，
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交渉のオープニング・スピーチにおいて，＜相互義務 (Mutual Obligations) を

基礎とする（協力関係の）青写真を作成することこそ，われわれが追求すべき

課題である。・・・われわれは，まさしく混沌とした転換の時代に生きている

のである＞と，交渉を取り巻く厳しい時代状況，そしてまたそれに対する果敢

な挑戦の必要性を強調した１７）。それは，協力関係の根本的な見直しを強くアピ

ールするものであり，その結果として，交渉が長期にわたり難航することも敢

えて辞さないとの決意を表明するものであった。そのうえで同委員は，合意の

形成に向けた活発な議論を展開するうえで，とりわけ欧州議会および ACP-EU

共同総会がはたす役割の重要性を強調した１８）。

これに対して，ACP 閣僚理事会議長 Billie Miller は，次のように釘をさした。

――（われわれが）協定の目標を完全に達成することに成功したかというと，

いうまでもなく答えは否であり，期待はずれが多かったことは事実である。

・・・ただし問題があるからといって，協定そのものの基本的方向性それ自体

を否定すべきではない。・・・われわれは，過去に対して肯定的であり，かつ

将来に対して野心的でなければならない。これからどうすべきか？われわれに

問われているのは，ともに手を携えて進むことの是非ではなく，開発に向けた

われわれのパートナーシップをいかにして再活性化 (Revitalize) するかという

ことであろう１９）。

１９９９年７月２９日－３０日，ブリュッセルで第二回閣僚協議が行われた。二日

間にわたる協議は，楽観的な見通しのもとで開始されたが，最終的には，十分

な合意を達成することなく閉会した。とりわけ，EU と ACP 諸国は，Good

Governance と資金援助の凍結，および貿易レジームをめぐって激しく対立し，

妥協点を見出すことができなかった２０）。離任を目前に控えた João de Deus Pin-

heiro 開発問題担当・欧州委員会委員が，欧州開発基金による資金援助中断の

危険性や WTO により例外的に認められてきたウェーバー（義務免除）措置に

対する悪影響を指摘して，第四次ロメ改訂協定の失効前までに交渉を妥結させ

るよう警鐘を鳴らしたのは，こうした閉塞状況に対する強い苛立ち（危機意識）

を反映するものであった２１）。

いうまでもなく EU と ACP 諸国の双方は，協力関係の政治的次元の重要性

を確認し，相互に関心をもつトピックに関して，政治対話を通じて協力関係の

いっそうの強化を図るという点においては認識を共有していた。とはいえ，

Good Governance の位置づけに関しては，両者の見解は真っ向から対立した。
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EU は，Good Governance を人権，民主主義の諸原則，法の支配に続く，第四

の Essential Element として位置づける（格上げする）ことを強く主張した。そ

れによって EU は，ACP 諸国が Good Governance に抵触した場合には，資金

援助の凍結という制裁措置の発動が可能となるように図ったのである。これに

対して ACP 諸国は，Good Governance という考え方それ自体に反対するもの

ではないとの基本的立場を明らかにしたうえで，それを Essential Element 条項

に挿入することに対しては断固として反対する旨を強調した。ACP 諸国は，

（１）そもそも Good Governance という概念は，きわめて曖昧であり，それを

客観的に測定することは不可能である。（２）EU の主張する Good Governance

とは，突き詰めれば汚職 (Corruption) 撲滅に他ならず，それは法の支配という

概念によってすでにカバーされているとの論拠に基づき，EU の主張に激しく

反発したのである２２）。

同様な対立の構図は，貿易レジームの構築に関しても繰り返された。いうま

でもなく EU と ACP 諸国の双方は，WTO レジームの下で，非相互的特恵貿易

レジームを無期限に継続させることは不可能であるという点においては認識を

共有していた。すなわち両者とも，自由化が不可避であるという共通認識を保

持していた。問題は，自由化の時期（タイミング）と内容であった。一方にお

いて EU は，WTO ルールと整合するさまざまな地域経済パートナーシップ協

定 (Regional Economic Partnership Agreement) の締結，および締結交渉の早期開

始を主張した。これに対して ACP 諸国は，十分な準備期間，移行期間の設定を

強く求め，EU の主張を拙速主義として退けた。さらに ACP 諸国は，WTO の

もとで開始が予定されている多角的貿易自由化交渉の推移を見極めたうえで，

新しい貿易協定の締結を図っても決して遅くはないとの立場を貫いたのであ

る２３）。

１９９９年１０月１１日－１５日，バハマで ACP-EU 共同総会が開催された。会議

の冒頭，共同議長を務めた John Corrie（イギリス）は，＜共同総会に期待さ

れている役割は，交渉を行き詰まり状態から脱却させるために，具体的な方策

を提示することである＞としたうえで，＜貿易，STABEX，SYSMIN，Good

Governance に関しては，いまだに合意が成立していない。ACP 諸国は，EU

が Good Governance を梃子として，自分たちに間接的に圧力をかけようとし

ていると感じている。またこれら開発途上国は，EU の関心がアフリカ，カリ

ブ海，太平洋から，EU 近隣諸国にかかわる問題へと移行しつつあると憂慮し
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ている＞と指摘した２４）。なお総会では，多くの議員が Good Governance に言及

したが，ACP 諸国の基本的な認識は，Good Governance が懲罰の口実として利

用されることを懸念するものであった。これに対して EU は，（１）Good Gov-

ernance は，人権の尊重，民主主義の諸原則，法の支配と同様に，公正かつ持

続可能な開発を実現するための前提条件である。（２）透明性，説明責任，汚職

の防止と撲滅という Good Governance のいくつかの構成要素が，Essential Ele-

ment 条項に含まれていない。（３）Good Governance は，EU と ACP 諸国の協

力関係をより効率的かつ効果的なものとする。――以上の論拠に基づき，Good

Governance を Essential Element 条項に追加挿入することを強く求めたのであ

る２５）。

１９９９年１１月２５日－２６日，ドミニカ共和国のサントドミンゴで第二回 ACP

諸国首脳会議が開催された。第四次ロメ改訂協定の失効まで残すところ３ケ月

余。シアトルで開催予定（１１月２９日－１２月３日）の第三回 WTO 閣僚会議ま

で余すところ数日。――新たな千年紀への移行を目前に控えたこの時期に ACP

諸国が首脳会議を開催した目的は，公式には，グローバリゼーションの拡大・

深化という荒波に対して，ACP グループがグローバル・プレーヤーとしての

存在をアピールし，EU と手を携えて，その矛盾（影の部分）に異議申し立て

を行おうとするものであった。とはいえその直接的な目的は，WTO レジーム

の下で加速する貿易自由化の動き――開発途上国の世界経済への早急な統合―

―を牽制し，EU 市場に対する ACP 諸国の特権的アクセス（既得権）のさら

なる延長を図ろうとするものであった２６）。いうまでもなくそれは，WTO ルー

ルを大義名分として地域経済パートナーシップ協定の締結を既定方針として推

し進めようとする EU に対する牽制であった。こうして，会議では，グローバ

リゼーションに対する対抗概念としてマージナリゼーションが対置され，その

危険性が強調された。ACP 諸国にとっては，グローバリゼーションとは，異

端の存在を認めない＜全体主義的なドクトリン＞に他ならないとして強く批判

されたのである２７）。同様に会議では，EU が提起した Good Governance 概念の

Essential Element 条項への挿入も激しく指弾された。ACP 諸国は，EU による

ロメ協定の自動的かつ一方的な適用停止の陰謀として，それに強い感情的反発

・敵意を爆発させたのである。

ともあれ会議は，１１月２６日，“En route to the 3rd Millennium” と題するサン

トドミンゴ宣言を採択して閉幕した２８）。いうまでもなくそれは，高度に外交的
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なステートメントであり，会議の雰囲気を赤裸々に示すものではなかった。そ

の概要は，以下のとおりである。――（１）キューバは，カリブ海に属する ACP

諸国の一員として，新協定の締約国に迎え入れられるべきである。（２）衡平か

つ持続可能な経済的・社会的発展の実現に向けて，ACP 諸国は，諸資源の透

明かつ責任ある管理を行う。（３）ACP 諸国は，平和，安全，安定，連帯，そ

して世界経済拡大の果実の衡平な配分の実現に向けて積極的に貢献する決意で

ある。（４）貿易の自由化は，開発途上国に対する適切な支援と並行して，漸進

的に行われるべきである。したがって，シアトルで開催される第三回 WTO 閣

僚会議は，開発途上国に対する特別かつ差異のある取り扱いを疑問の余地なく

明確なかたちで再確認すべきである２９）。

以上の一般的な主張を踏まえたうえで，ACP 諸国は，EU との新協定締結交

渉に関して，次のような主張を展開した。――（１）協力関係の効果的実施を

担保するための制度改革こそが交渉における最優先の課題である。（２）新協定

へのスムーズな移行を確保するために，EU は WTO において新たなウェーバ

ー獲得に向け，時宜にかなった行動をとるべきである。（３）開発に第一義的な

責任を有するのは ACP 諸国自身である。とはいえ EU も，ACP 諸国が直面し

ている諸困難に鑑み，適切な資金・技術援助を通じて，ACP 諸国の努力を支

援するよう求める。（４）ACP 諸国の債務救済に向けて，世界銀行や IMF とは

別に，EU も独自の救済措置を講ずるべきである。それは，欧州開発基金から

は独立した，追加的な資金源に基づくものでなければならない。（５）貿易協力

こそ，ACP 諸国と EU とのパートナーシップの根幹を構成するものであり，

ACP 諸国の安定に大きな役割をはたしてきた。（６）現行の非相互的特恵制度

は，ACP 諸国経済に利益をもたらしてきた。したがって EU は，ACP 諸国の

世界経済への漸進的かつスムーズな統合を促進すべく，そのような貿易特恵の

維持を確保するための措置を講ずるべきである。（７）STABEX と SYSMIN は

必要に応じた改善策を講じたうえで，維持されるべきである。（８）新協定にお

いては，ACP 諸国産品の EU 市場に対するアクセスの改善が確保されなけれ

ばならない。（９）ACP 諸国は，文化が開発にとって死活的な重要性を持つも

のであることを確認し，文化的アイデンティティの確保および促進に向けて努

力する決意である。（１０）ACP 諸国は，さまざまな行動主体が世界を舞台とし

て政治的・経済的にますます重要な役割を担いつつあるという現状を踏まえ，

(EU に限定されることなく）それら諸行動主体との間に適切な関係の構築を図
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る決意である。

最後に ACP 諸国は，具体的な行動指針として１９パラグラフから構成され

るサントドミンゴ行動計画を採択した３０）。そこでとりわけ注目されるのは，以

下の諸点である。――（１）ACP 諸国首脳は，当該 ACP 諸国閣僚に対して，

来るべき WTO 貿易交渉において，開発問題が中心的課題となるように，そし

てまた既存の合意事項および最貧開発途上国に対する特別措置の実施が最優先

課題となるように働きかけることを指示する。（２）ACP 諸国首脳は，ACP 閣

僚理事会に対して，ACP 諸国によりロメ協定の重大な侵犯が行われたという

申し立てが EU からなされた場合，それを迅速に検討する協議機関を設置する

よう指示する。（３）新協定においては，移行期間の開始前までに，ACP 諸国

のサプライサイドの能力強化，競争力の強化，ACP 産品の市場アクセスの改

善が確保されるべきである。

〔２〕 協定の基本構図

コトヌでの調印式典前日の２０００年６月２２日，新たに太平洋の６カ国（クッ

ク，ミクロネシア，マーシャル，ナウル，ニウエ，パラオ）が ACP グループ

への加入を承認された。こうして６月２３日，EU１５カ国と ACP 諸国７７（７１＋

６）カ国との間に，有効期間２０年間のコトヌ協定が調印された。それは，全

１００条（６部）から構成される協定本文を中核規定（基本的な枠組み）とし，

それを具体的に裏付ける一連の付属書，議定書，最終議定書から補足される法

的文書であった３１）。

それではこのコトヌ協定は，どのような特徴を保持するのであろうか。まず

指摘されるのが，枠組み協定という形式的な特徴である。すなわち一連のロメ

協定は，本文それ自体で，自己完結的に独立した法的文書としての要件を具備

していた。これに対してコトヌ協定は，あくまでも EU-ACP 開発協力関係の

基本原理・原則（総論）の展開を主眼とするものであり，その具体的な適用・

運用に関わる規定（各論）は，５年ごとの見直し作業の対象とされる付属書や

議定書に委ねられた。協定本文の規定が，３６９条（第四次ロメ改訂協定）から，

１００条へと大幅に削減されたのは，こうしたコトヌ協定の枠組み協定化を象徴

的に示している３２）。

さらにコトヌ協定には，ロメ・レジームからの質的大転換も認められる。た

とえば，Gorm Rye Olsen は，EU 開発協力戦略の大転換という視点から，コト
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ヌ協定の基本的特質を次のように総括している３３）。

コトヌ協定は，１９９０年代に台頭していった開発協力の世界的潮流を強く

反映するものである。確かに協定は継続された。しかし，EU 開発協力の

独自性は消えてしまった。明らかなことは，２０００年までに，EU の政策決

定者が，被援助国の開発の方向性に影響を及ぼすための政策手段として

EU 開発協力（すべてとはいわないまでも，その多くの部分に関して）を

位置づけるに至ったという事実である。同時にコトヌ協定は，開発途上国

に対して，いままで以上にみずからの開発に対して大きな責任をはたすこ

とを，EU が要求するものであることを示している。この点は，地域パー

トナーシップ協定の目的のひとつに，開発途上国が，EU との間に植民地

時代の貿易パターンを継続させるのではなく，地域レベルにおいて相互に

貿易の促進を図ることが掲げられていることからも窺われる。またコトヌ

協定は，EU の政策決定者のなかには，開発協力，少なくともサブサハラ

・アフリカ諸国に対する開発協力の効果に対しては，いままで以上に懐疑

的な立場をとるものが少なくないという現実を反映している。とはいえ，

こうした新たな動きをもっとも端的に示しているのが，第１３条の移民に

関する規定であろう。それは協定が，EU 域内政治におけるさまざまな政

策手段のひとつになっていることを示している。

また，Sanoussi Bilal and Roman Grynberg は，コトヌ協定の具体的な基本原

理に着目して，同協定のロメ・レジームからの質的転換を次のように指摘して

いる３４）。

新協定は，それまでのロメ協定から大きく乖離する新たな要素を含んでいる。

重要な変更点は，以下のとおりである。

●パートナーシップにおける政治的次元の強化

●新たな（非国家）行動主体への，パートナーシップ関係の外延的拡大

●援助管理運営体制の合理化，およびパフォーマンス（成果・実績）を基

礎とする援助管理運営体制の導入

●WTO 体制に合致する新たな貿易関係への移行
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以下，こうした指摘を手掛かりとして，コトヌ協定の特徴――ロメ・レジー

ムからの＜後退＞――を浮き彫りにしてみよう。

（１） 前文

コトヌ協定前文においてまず注目されるのは，新たに労働基本権の尊重とい

う観点から ILO 諸規範の遵守が強調され，また WTO 自由貿易体制へのコミ

ットメントが謳われた点である（ただし，＜新たな，より公正かつバランスの

とれた世界秩序の構築＞というロメ・レジームの常套句〔基本理念〕は削除さ

れた）。それ以外には，これまでロメ・レジームのもとで断片的に言及されて

きたさまざまな規範や目標が，以下のように一元的な＜理念＞として体系化さ

れたことも大きな特徴といえよう。

第一に，コトヌ協定の目的として，（１）貧困の削減，（２）持続可能な開発，

（３）ACP 諸国の世界経済への漸進的統合を追求する旨が謳われた。

第二に，（１）ACP 諸国のグローバリゼーションに対する挑戦を支援し，（２）

グローバリゼーション過程における社会的次元の重要性に注意を喚起させるこ

とを通じて，ACP 諸国の経済的，社会的，文化的発展，および ACP 諸国の人々

のさらなる福祉の向上を図る旨の決意が表明された。

第三に，EU と ACP 諸国との間の特別な関係を再活性化させ，政治対話，

開発協力，および経済・貿易関係を基礎とする，より強固なパートナーシップ

の構築に向けて，包括的かつ統一的なアプローチを実施する旨が確認された。

第四に，平和，安全，安定，人権の尊重，民主主義の諸原則と法の支配，お

よび良い統治が，（１）長期的な発展を実現するために不可欠かつ不可分の総体

を構成しており，（２）その実現を担保する政治環境確保の重要性，および（３）

当該開発途上国自身の第一義的責任が確認された。

第五に，健全かつ持続可能な経済政策こそが開発の前提条件である旨が確認

された。

第六に，ACP 諸国首脳会議が採択したリーブルビル宣言およびサントドミ

ンゴ宣言の重要性が確認された。

第七に，２０１５年までに絶対的貧困下に置かれている人々を半減させようと

する国連および OECD/DAC の目標は，EU-ACP 開発協力においても追求すべ

き課題である旨が謳われた。

（２） 第一部：一般規定

Partnership Agreement というタイトルに象徴されるように，コトヌ協定は，
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EU と ACP 諸国が，ロメ・レジームから訣別して，パートナーシップを基軸

概念とする新しい協力関係へと移行することを公式に宣言し，グローバリゼー

ションを主導原理とする新たな国際環境に適応，さらには挑戦しようとするも

のである３５）。その意味では，EU-ACP 協力関係における新たな開発哲学の展開

こそがコトヌ協定の中心課題であり，一連の Lomé Convention における一般規

定が，ともすれば空疎なレトリックの羅列に終始しがちであったのとは対照的

に，コトヌ協定の一般規定は，実体をともなう強力な政治的メッセージとして

の性格を強く保持している。それはまた，欧州連合条約第１３０u 条（アムステ

ルダム条約第１７７条）に規定された EU 開発協力政策の目的を，明確かつ忠実

に反映するものである。

このような，新たな闘争宣言の嚆矢を飾る一般規定。――それは，次のよう

な２編構成となっている。

第１編では，パートナーシップの目的と基本原理が確認され（第１章），そ

のうえでパートナーシップを担うべき新たな行動主体の役割が規定された（第

２章）。すなわち，前者に関しては，まず EU-ACP パートナーシップが追求す

べき中心的な目的（課題）として，（１）持続可能な開発による，ACP 諸国の

貧困の削減・撲滅，および（２）ACP 諸国の世界経済への漸進的統合が掲げら

れた。それはまた，パートナーシップを通じて ACP 諸国の平和と安全を確保

し，安定的かつ民主的な政治環境を構築することにより，ACP 諸国の経済的，

文化的，社会的発展を図ろうとするものであった。いうまでもなくそれは，開

発の諸次元（政治・経済・社会・文化・環境）に対する包括的なアプローチの

追求という国際社会の基本動向を色濃く反映するものであった。

ついで，EU-ACP パートナーシップを主導する基本原理 (Fundamental Princi-

ples) として，以下の４点が強調された。――（１）対等なパートナーシップお

よび開発戦略における ACP 諸国のオーナーシップ：EU と ACP 諸国は，対等

なパートナーとして協力関係を展開する。ただしそれは，ACP 諸国のオーナ

ーシップを支援・強化するものでなければならない。また，社会的・経済的開

発戦略の選択は，主権に属する問題として，ACP 諸国のオーナーシップに委

ねられる。とはいえそれは無条件ではなく，第９条に規定される Essential Ele-

ments に適切に配慮するという留保条件つきで認められるものである。（２）参

加型開発：ロメ・レジームと同様にコトヌ協定においても，基本的には，政府

間関係 (Government-to-Government Relations) がパートナーシップの柱とされる。
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ただしコトヌ協定においては，政治改革，経済的自由化，地方分権という新た

な国際的潮流を反映して，多元的パートナーシップの展開という観点から，主

権国家の（中央）政府以外の非国家行動主体（市民社会，民間セクター，地方

政府，NGO 等）の積極的な参加を推進する。（３）対話および相互義務の履行：

コトヌ協定は，単なる資金援助のための金庫ではない。パートナーシップの当

事者は，相互に協定に定められた義務の履行を求められ，それを担保するのが

EU と ACP 諸国との間の対話である。（４）細分化および地域化：開発協力の

具体的な内容は，パートナーたる当該 ACP 諸国の開発レベル，ニーズ，パフ

ォーマンス（成果・実績），長期的開発戦略に対応するキメ細かなものでなけ

ればならない。とりわけサブ・リージョン・レベルにおける差異が重視されな

ければならない。また最貧開発途上国や脆弱国（内陸国や島嶼国）に対しては

特別の配慮が払われなければならない。

ついで後者に関しては，パートナーシップを主導する基本原理のひとつとし

て多様な行動主体による参加型開発の促進が謳われたのを受けて，新たに独立

した章が設けられ，政府中心の Closed Shop 体制を堅持してきたロメ・レジー

ムからの離脱が，きわめて一般的なかたちながらも，次のように規定された。

――（１）社会的・経済的開発戦略に最終的決定権を保持するのは ACP 諸国

である。しかしそれは，EU とのパートナーシップにおいて，ACP 諸国の中央

政府を唯一・絶対的な行動主体として位置づけるものではない。（２）ACP 諸

国の中央政府が，これまでどおり Driver’s Seat を占めることに変更はない。

しかしながら非国家行動主体は，中央政府に対して補完的な役割をはたしうる

存在であり，開発過程に対する貢献という点において，その潜在的可能性が期

待される。（３）非国家行動主体に対しては，開発協力の実施過程における「川

下」でのコミットメントに加えて，適宜必要に応じて，次のような「川上」で

のコミットメントも認められるべきである。すなわち，①開発協力に関する政

策や戦略の立案・策定，プロジェクトにおける優先順位の選定，さらには政治

対話に関して，非政府行動主体に対して情報提供を行い，そのコミットメント

を促進する。②非政府行動主体に対して，新たに，直接的な資金援助を行う。

③非国家行動主体の能力強化 (Capacity-Building) を支援する――ことが求めら

れる。（４）パートナーシップの主体となりうる行動主体は，次のふたつのカテ

ゴリーから構成される。――①国家行動主体：中央政府＋地方政府・地域政府。

②非国家行動主体：民間セクター・経済的／社会的組織（労働組合等）・市民
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社会。

つづく第２編では，政治的次元 (Political Dimension) と題して，EU-ACP パ

ートナーシップを貫徹する基本哲学が展開された。それは形式的には，政治環

境の重要性を謳ったコトヌ協定前文，および第１条の規定に対応するものであ

った。しかしそれは同時に，高度に政治的／戦略的なメッセージでもあった。

すなわち第２編は，政治的次元をパートナーシップの中核と位置づけ，経済協

力協定として発足したロメ・レジームからの離脱，換言すれば政治協力協定へ

の質的大転換を公式に確認するものとなった。こうして，ACP 諸国からの微

妙なフィードバックをみきわめながら，EU がなし崩し的に積み重ねてきたロ

メ・レジームの＜政治化＞は，コトヌ・パートナーシップ協定の締結により，

ひとつのピークに到達したのである。それは，政治的諸価値の達成（目標価値

および手段価値の両面において）をパートナーシップが志向すべき課題として

規範化するものであり，パートナーシップ協定の特質，とりわけその政治哲学

を象徴的に示すものであった。その概要は，以下のとおりである。

まず第２編の冒頭（第８条）において，政治対話 (Political Dialogue) という

タイトルのもとに，パートナーシップ協定における戦略的基軸概念である政治

対話に関する基本的認識が，以下の５点にわたって展開された。

第一に，パートナーシップを支える原動力として，より徹底的かつ包括的な

政治対話 (Deeper and Wider Political Dialogue) の推進が謳われた。それは，従

来の政治対話が，対象を政治的コンディショナリティに関連する問題に限定し，

ともすれば自由闊達な議論を妨げる形式主義に陥ったとして，政治対話の再活

性化を強く求めた EU の主張を反映するものであった。

第二に，政治対話の目的として，次の諸点が強調された。――（１）協力関

係の優先順位に関する合意の促進。（２）国際場裏（WTO 交渉等）における

ACP 諸国の利益の擁護。（３）援助の凍結等の最終手段選択の回避。（４）平和，

安全保障と安定，安定した民主的政治環境の構築。（５）人権擁護，民主主義の

諸原則，法の支配，良い統治の進捗状況に関する定期的な評価。

第三に，政治対話の範囲に関して，伝統的な開発協力の枠に限定することな

く，さまざまな政治的イシューを対象に組み入れる旨が謳われた。それは，コ

トヌ協定の＜政治化＞を反映するものであり，具体的には，平和，暴力的紛争

の予防・管理・解決，環境，ジェンダー，移民，文化遺産，武器貿易，過度の

軍事支出，ドラッグ，組織犯罪，人種的・宗教的差別等，いわば開発途上国が
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直面している諸問題を包括的（ショッピング・リスト的）に，対話のアジェン

ダに含もうとするものであった。

第四に，政治対話の主体に関して，EU-ACP パートナーシップが参加型開発

を主導原理とし，多様な行動主体のコミットメントを謳ったのを受けて，いわ

ゆる政府間レベル（G-G レベル）での対話に加えて，必要に応じて適宜，市

民社会や地域国際機関を政治対話にコミットさせる旨が謳われた。

第五に，政治対話の具体的なメカニズムに関しては，詳細な規定は設けられ

ず，必要に応じて，また状況に応じて，適宜柔軟に（公式／非公式，コトヌ協

定の枠内／枠外）対話を行う旨が規定された。それは過度の形式主義による機

能不全という陥穽を回避しようとするものであった。

つづく第９条において，Essential Elements and Fundamental Element というタ

イトルのもとに，交渉において EU と ACP 諸国の対立を最も先鋭化させ，最

後まで合意の成立を脅かした政治的争点に関する規定が設けられた。それは文

字通り，高度に政治的な妥協の産物であった３６）。その骨子は，以下のとおりで

ある。

第一に，EU-ACP 協力の目的は，人間を中心に据えた持続可能な開発であり，

人間こそが開発の主体かつ中心的な受益者であるとの信念が表明された。そし

てその論理的帰結として，人権および人間の基本的自由の尊重こそ，持続可能

な開発の中核を構成するとの認識が強調された。

第二に，民主化，開発，および基本的自由と人権の保護は，相互補強関係に

あるとの認識が示された。また，政府等による公権力の行使は，法の支配に基

づくべきとの決意が披瀝された。そのうえで，人権の尊重，民主主義諸原則，

および法の支配が，コトヌ・パートナーシップ協定の Essential Elements を構

成する旨が謳われた。

この規定（Essential Elements 条項）に対応して新設されたのが，Essential

Elements: Consultation Procedure and Appropriate Measures と題する第９６条

の規定である。同規定では，（１）協定の当事者間に，Essential Elements 条

項違反との疑念が生じた場合には，まず定例の政治対話を通じて，情報交

換や相互理解の促進を図る。（２）政治対話によっても疑念が払拭されない

場合には，疑念を抱いた一方の当事者が，他方の当事者に対して，違反事

実に関する情報を提示して事態の打開を図り，事態の改善に向けて協議を
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行うよう求めることができる。（３）協議は，問題の性質に応じて，最も適

切なレベルおよび形態で行われるものとする。（４）協議の結果，両当事者

が受諾可能な解決策を見出しえなかった場合や，協議の申し出を他方の当

事者が拒絶した場合，あるいは特別な緊急事態 (In Cases of Special Urgen-

cy) の場合には，適切な措置 (Appropriate Measures) がとられるものとする。

（５）なお特別な緊急事態とは，Essential Elements に対する重大かつ悪質な

侵犯であり，可及的速やかな対処を必要とする状況を意味する。（６）適切

な措置とは，国際法に則り，侵犯の度合いに応じた (Proportional to the Vio-

lation) 措置を意味し，最後の手段 (Last Resort) として援助の凍結 (Sus-

pension) を含む――と定められた。それは EU の主張を容れて，Essential

Elements 条項の侵犯に対して，援助ひいては貿易における優遇措置の凍

結という制裁措置発動の道を開くものであった。もっともそれは，ACP

諸国の強い反発に配慮して，政治対話や協議という手順の積み重ねを強調

し，不透明，かつ一方的，自動的な制裁の発動という誹りを回避しようと

するものであった。

第三に，交渉を最後まで紛糾させた Good Governance をめぐる問題が，ACP

諸国の主張を反映させるかたちで一応の決着をみた。すなわち，Good Govern-

ance が，「衡平かつ持続的な開発を目的とする，人的資源，天然資源，経済的

・財政的資源の透明かつ説明責任を充足した管理」と定義され，それがコトヌ

・パートナーシップ協定の Fundamental Element を構成する旨が新たに規定さ

れた。そのうえで，きわめて悪質な汚職（そのような汚職を引き起こした贈収

賄も含む）に限り，Fundamental Element に対する侵犯とみなす旨が合意され

た。なお，汚職の対象には，資金の代替可能性 (Fungibility) に対する懸念から，

欧州開発基金による援助資金のみならず，広く開発を阻害する資金利用全般が

含まれるとされた。

この規定（Fundamental Element 条項）に対応して新設されたのが，Consul-

tation Procedure and Appropriate Measures と題する第９７条の規定である。

同規定では，（１）協定の当事者は，重大な汚職に関して，協議の開催を提

起することができる。（２）協議の結果，両当事者が受諾可能な解決策を見

出しえなかった場合，あるいは協議の申し出を他方の当事者が拒絶した場
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合には，当事者は，適切な措置を講ずるものとする。（３）いずれにしても，

重大な汚職が生じた場合には，可及的速やかに，現状回復に必要な措置を

とることが当事者の義務である。なお，そのような措置は，事態の重大性

に対応するものでなければならない。（４）適切な措置の選択に際しては，

可能な限り，協定の適用を阻害しないような措置を講ずるべきである。（５）

最後の手段として，援助の凍結という措置もありうる――と定められた。

それは，EU と ACP 諸国との間に繰り広げられた Good Governance をめ

ぐる激しい駆け引きを政治的に決着させるものであった。一方において

EU は，Good Governance を４番目の構成要素として Essential Elements 条

項に組み入れることを強く主張した。それによって EU は，Good Govern-

ance という大義名分に，制裁措置という強力な武器を付与し，ACP 諸国

に常態化している構造的な汚職にメスを入れようと企図したのである。そ

れはいうまでもなく，税金の浪費という EU 諸国納税者の不満を意識し，

援助資金の利用に関する透明性・説明責任の強化を図るものであった。こ

れに対して ACP 諸国は，Good Governance の Essential Elements 化に激し

く反発した。その理由として ACP 諸国は，（１）Good Governance という

考え方は，既に Essential Elements の３要素により十分にカバーされてい

る。（２）そもそも Good Governance という考え方はきわめて曖昧であり，

客観的な評価基準が存在しない。（３）したがって，EU による，きわめて

主観的な解釈，二重基準の適用，さらには安易かつ恣意的な制裁措置発動

の懸念が否めない――と主張したのである。こうして最終的には，Good

Governance の Essential Elements 化は回避された。ACP 諸国は，援助の凍

結という懸念からひとまず解放されたのである。とはいえそれは，Good

Governance 違反を根拠とする制裁措置の発動そのものを禁止するもので

はなかった。むしろ EU は，重大な汚職というかたちでの Good Governance

の侵犯に対しては，最後の手段として援助の凍結措置もありうることを協

定本文に明文規定として盛り込むことに成功したのである。さらに EU は，

汚職というきわめてデリケートな政治的・構造的な問題を，協定本文にお

いて明示的に言及することに成功し，それが政治対話の重要なテーマとな

ることを公式に確認したのである。それは，ACP 諸国に対する強硬な政

治的メッセージであるのみならず，EU におけるさまざまなステークホル

ダーに対する重大なシグナルでもあった。
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第四に，Essential Elements や Fundamental Element，すなわち，人権の尊重，

民主化，法の支配，および Good Governance に関しては，（１）政治対話の重

要なアジェンダとして位置づけ，それぞれの国々の，経済的，社会的，文化的，

歴史的背景を考慮に入れたうえで，その進捗状況を定期的に評価し，（２）こう

した政治的諸価値の実現に積極的に取り組んでいる ACP 諸国に対しては，重

点的に支援を行う旨が確認された (Positive Sanction)。

第１１条では，Peace-Building Policies, Conflict Prevention and Resolution とい

うタイトルのもとに，パートナーシップ協定の枠組みに基づき，オーナーシッ

プを基本原理として，平和構築および紛争の予防と解決に向けて積極的にコミ

ットする旨が謳われた。具体的には，ACP 諸国自身の地域レベルおよび各国

レベルにおけるイニシアティブと能力開発を重視し，紛争の根本原因の解消を

視野に入れた，初期段階における暴力的紛争予防の重要性が強調された。さら

に，紛争後の平和構築に関しては，緊急支援と復興支援および開発協力との有

機的連携の確立が確認された。

第１３条では，EU が（第９６条に基づく政策措置とは別に）ACP 諸国の利害

に影響を及ぼしうる政策措置を新たに講じようとする場合には，当該 ACP 諸

国（および ACP 事務局）に対して EU は，時機を失することなく，すみやか

にその旨を通報することが定められた。それは，EU と ACP 諸国との間の協

議，および政治対話促進の一環として謳われるものであり，また ACP 諸国に

対して透明性や説明責任を強く求めた EU 自身が，率先してそれを実践し，EU

諸政策間の整合性 (Coherence of Community Policies)，ひいてはパートナーシ

ップ協定との整合性をアピールしようとするものであった。

第１４条では，Good Governance とともに，交渉におけるもっともデリケー

トな政治的争点であった移民に関して，まず冒頭で，移民問題が，政治対話の

重要な議題である旨が改めて強調された。そのうえで，以下の諸点が合意され

た。――（１）EU と ACP 諸国は，それぞれの領域において合法的に生活して

いる第三国の国民に対して，いかなる差別的取り扱いも行わない。（２）EU と

ACP 諸国は，それぞれの領域において合法的に雇用されている EU 諸国およ

び ACP 諸国からの労働者に対して，いかなる差別的取り扱いも行わない。（３）

EU と ACP 諸国は，長期的な視点から，移民パターンの正常化戦略（貧困の

軽減，生活条件や労働条件の改善，雇用機会の創出や職業訓練）を検討する。

（４）EU-ACP 閣僚理事会は，政治対話の枠組みに基づき，不法移民の問題を検
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討し，その適切な予防措置を講ずる。（５）不法移民の送還手続きに関しては，

人権および人間としての尊厳の確保を図るものとする。（６）EU は，ACP 諸国

に不法に滞在している EU 諸国民の帰還および再入国を受け入れる。（７）ACP

諸国は，EU に不法に滞在している ACP 諸国民の帰還および再入国を受け入

れる。（８）EU は ACP 諸国に対して，当該 ACP 諸国民の帰還および再入国に

関して，具体的な義務を定めた二国間協定締結交渉の開始を求めることができ

る。なおこの二国間協定には，必要に応じて，第三国の国民や無国籍者の再入

国に関する規定も含むことができる。

（３） 第二部：制度規定

いうまでもなく，ロメ・レジームの大きな特徴のひとつは，EU-ACP 協力関

係の＜共同での管理運営＞であり，この基本原理は，コトヌ・パートナーシッ

プ協定においても堅持され，かつ強化・拡大された。すなわち，タテマエとは

裏腹に，これまで協定本文の後半部分に追いやられ，最終議定書に類する手続

き規定並みの位置づけに甘んじてきた制度規定が，コトヌ協定においては，一

転して第二部の規定，すなわち，協力関係の基本哲学を謳った第一部規定（総

論）と，協力関係の基本戦略を定めた第三部以下の諸規定（各論）とを媒介・

連結する独立した中核的規定として位置づけられたのである。それはコトヌ協

定の枠組み協定への変容を反映して，共同管理運営体制という制度的枠組みの

重要性をアピールするものであった３７）。さらにこのような外形的な変化に加え

て，第二部規定には，実体的な変化も顕著であった。それは，パートナーシッ

プというコトヌ協定の新たな主導原理を強く反映するものである。その概要は，

以下のとおりである。

第一に，パートナーシップ関係の管理運営において中心的な役割を担う Joint

Institutions として，閣僚理事会，大使委員会，および共同議院総会（旧共同総

会）が列挙された。

第二に，閣僚理事会の役割として，政府間レベルにおける政治対話やスムー

ズな協議の推進に加えて，広く市民社会との対話や協議を行う旨が強調された。

第三に，大使委員会の権限として，新たに閣僚理事会開催に向けた準備作業

が付け加えられた。

第四に，共同総会 (Joint Assembly) の名称が，共同議院総会 (Joint Parliamen-

tary Assembly) へと改められ，議会制民主主義の実現に向けて，断固たる決意

で臨むことが再確認された。なお共同議院総会の役割として，新たに対話や協

＜EU-ACP＞開発協力の半世紀（六）

― ―９３



議を通じた民主化過程の推進，市民社会との定期的なコンタクト等が強調され

た。ただしその権限は従来どおり，諮問的なものにとどめおかれた。

（４） 第三部：協力戦略

協力戦略は，相互に連動し，補完的な関係にある開発戦略および経済・貿易

協力に基礎づけられるものとする（第１８条）。――このような文言から始まる

第三部は，それぞれ総論と各論に相当する２編構成となっている。

まず開発戦略と題する第１編では，貧困の削減を開発の第一義的な目標と定

め，その実現に向けたさまざまなアプローチの基本枠組みが展開された。その

概要は，以下のとおりである。

第一に，EU-ACP 協力が，貧困の削減（最終的には，その撲滅），および持

続可能な開発と ACP 諸国の世界経済への漸進的な統合を目標とすることが再

確認された。そのうえで，その実現のためには，経済的・社会的改革に向けた

ACP 諸国自身のオーナーシップを推し進め，民間セクターおよび市民社会の

開発過程に対する統合を促進することが不可欠であると謳われた。

第二に，コトヌ協定が，国連や OECD/DAC において設定された国際開発目

標との整合性確保を図るものである旨が謳われ，それとの関連で，量的・質的

側面から開発協力の進捗状況を把握することの重要性が確認された。

第三に，人間開発および社会開発の促進に寄与するアプローチの採用により，

より多くの人々に対して，経済成長の成果（果実）が均等に配分されるよう努

力する旨が強調された。

第四に，コトヌ協定はあくまでも枠組み協定であり，柔軟な協力関係の展開

という観点から，個別／具体的な開発戦略（政策ガイドライン）に関しては，

独立した Compendium（それは，適宜改訂の対象とされる）のかたちで提示さ

れる旨が確認された３８）。

第五に，貧困は多元的現象であり，貧困を軽減するためには包括的なアプロ

ーチが不可欠である。――このような基本認識に基づき，特に（１）経済発展，

（２）社会開発・人間開発，（３）地域協力・地域統合を重点領域として協力関係

を推進する旨が強調された。なお各領域の骨子は，以下のとおりである。――

（１）経済発展：民間投資の促進および競争力のある民間セクターの育成／ACP

諸国主導による，実情に合致したマクロ経済政策（財政・金融改革等）および

構造調整政策（貿易や為替の自由化等）の推進／持続可能な観光産業の発展を

柱とするサービス・セクターの推進。（２）社会開発・人間開発：社会的弱者に
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配慮した，社会的インフラストラクチャーやサービスに対するアクセスの改善

（教育・保健衛生・人口政策等の強化）／若年層（子供や女子）の権利保護お

よび潜在的能力の顕在化促進／文化（伝統）や文化遺産に対する正当な評価の

促進，および異なる文化間の対話の推進。（３）地域協力・地域統合：ACP 諸

国経済の多様化推進／ACP 諸国間の貿易促進，および域外第三国と ACP 諸国

との貿易促進／紛争の予防と解決，人権や民主化，市民社会間の交流等の分野

における地域的政治対話の促進。

第六に，Institutional Development and Capacity Building というタイトルのも

とに，開発戦略を支える制度的下部構造（骨組み）に関して，以下の諸点が強

調された。――（１）EU と ACP 諸国は，ともに協力して贈収賄や汚職に対す

る戦いを推進する。（２）EU と ACP 諸国の協力関係は，ACP 諸国におけるパ

ブリック・セクターの改革，合理化，および近代化支援を課題とする。（３）EU

と ACP 諸国の協力関係は，国際交渉の場における ACP 諸国の能力向上，お

よび援助に対する ACP 諸国の管理・調整能力の強化に寄与しうるものとする。

つづく経済・貿易協力と題する第２編では，（１）ACP 諸国自身による政治

的選択や開発における優先順位に適切な配慮をしたうえで，（２）ACP 諸国の

世界経済へのスムーズかつ漸進的な統合を推し進めることが，経済・貿易協力

の第一義的な目標である旨が謳われた。それはいうまでもなく，ACP 諸国の

持続可能な開発，ひいては貧困の撲滅という，第１編で展開された開発戦略を

踏まえて，経済・貿易協力の基本枠組みの内実化（肉付け）を試みるものであ

った。その概要は，以下のとおりである。

第一に，ACP 諸国が，国際貿易において十分な当事者能力を発揮できるよ

うに，能力強化を図ることが謳われた。それは，グローバリゼーションの荒波

に遭遇した ACP 諸国が，開放的自由貿易体制への参入に向けて，スムーズに

移行できるよう支援することを目的とするものであり，より直接的には，きた

るべき WTO 多角的貿易自由化交渉に対する ACP 諸国の能動的な参加をバッ

クアップしようとするものであった。

第二に，ACP 諸国の生産，供給，貿易能力を増強し，国際競争力の強化を

図ることが謳われた。それは，ACP 諸国の貿易および投資政策の強化を通じ

て，EU−ACP 貿易に新たなダイナミズムを付与し，その再活性化を図るもの

でもあった。

第三に，WTO 貿易ルールとの完全な整合性確保が謳われた。ただしそれは，

＜EU-ACP＞開発協力の半世紀（六）

― ―９５



（１）開発途上国に対する特別かつ差異のある取り扱いを前提とし，（２）EU お

よび ACP 諸国の相互利益と発展段階の違いに考慮するという留保条件つきで

あった。

第四に，経済・貿易協力の基本原理として，これまでのロメ・レジームの成

果を基礎とする，＜真の，より強化された，戦略的パートナーシップ＞ (True,

Strengthened and Strategic Partnership) の展開が謳われた。

第五に，ACP 諸国の世界経済への統合は，地域統合を梃子 (Key Instrument)

として行われるものであり，ACP 諸国の Regional Integration Initiatives こそが

経済・貿易協力の基本原理である旨が再確認された。

第六に，新しい貿易協定というタイトルのもとに，コトヌ・パートナーシッ

プ協定に基づいて締結すべき新たな貿易協定の基本枠組みが，以下のように規

定された。――（１）準備期間を設けたうえで，徐々に漸進的に新しい貿易協

定の導入を図る。（２）新しい貿易協定へのスムーズな移行を推進するために，

準備期間においては，基本的に，第四次ロメ協定のもとで認められた非互恵的

特恵措置を維持する。（３）砂糖および牛肉 (Beef and Veal) に関する議定書は，

その重要性に鑑み継続させる。なお，WTO ルールとの整合性という観点から，

新しい貿易協定締結交渉において一次産品に関する議定書の再検討を行う。た

だしその場合，受益国の利益の保護，および砂糖議定書の特別な法的基盤を考

慮する３９）。（４）Economic Partnership Agreement の締結交渉は，遅くとも２００７

年１２月３１日までには終了予定の準備期間中に開始する。なお新協定の締結に

向けた正式交渉は，遅くとも２００２年９月には開始され，２００８年１月１日まで

に発効するものとする。（５）EU と ACP 諸国は，新協定への移行に向けた準

備措置，および新協定締結交渉の進捗状況を定期的に検討し，２００６年には，

新協定に関する正式かつ包括的な検討を行う。（６）２００４年に，Economic Part-

nership Agreement の締結になじまないと EU が認定した ACP 諸国（最貧開発

途上国を除く）を対象として，EU は，それに代わるべき選択肢の検討を行う。

（７）新しい貿易協定の締結交渉においては，ACP 諸国に対する社会・経済的

インパクトや ACP 諸国の適応・対応能力を考慮して十分な移行期間を設定す

る。なお対象品目の選定やセンシティブ・セクターに対する配慮，さらには関

税撤廃のタイムテーブル設定等に関しては，可能な限り柔軟な対応を心がける。

（８）EU と ACP 諸国は，新しい貿易協定の擁護に向けて，WTO の場において

緊密に協同・連携する。（９）EU は，遅くとも２００５年までに，最貧開発途上
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ACP 諸国（３９カ国）の，実質的にすべての産品に対して無税での市場アクセ

スを認める４０）。（１０）WTO 貿易自由化交渉における Economic Partnership Agree-

ment の擁護を目的として，合同貿易相委員会 (Joint Ministerial Trade Committee)

を新設する。（１１）EU は，WTO 等の場における ACP 諸国の国際交渉能力，

参加能力，政策遂行能力等の強化を支援する。（１２）貿易協力は，競争政策，

知的財産権の保護，基準認証，保健衛生等，広く貿易関連措置を含む。（１３）

ILO 条約を遵守し，結社の自由，団体交渉権，強制労働の廃止，児童労働の廃

止，雇用における差別撤廃にコミットする。ただしそれらの措置が，保護主義

的な目的のために利用されてはならない。

（５） 第四部：開発資金協力

ロメ・レジームは，＜貿易と援助の一体化＞を大きな特徴としており，その

基本路線は，コトヌ・パートナーシップ協定においても，少なくとも公式には

継続された４１）。その意味では，経済・貿易協力の基本枠組みを定めた第三部

（第２編）の規定とともに，コトヌ協定の二本柱を構成するのが，この開発資

金協力と題する第四部の規定である。それは４編から構成されており，経済・

貿易協力に関する規定と同様に，ロメ・レジームからの離脱宣言という役割を

担わされるものである。ただしそれはきわめて一般的・抽象的な正論 (Diplo-

matic Statement) に終始しており（詳細は，付属書に委ねられている），第三部

規定にみられるような明確な決意表明までには至っていない。その概要は，以

下のとおりである。

第１編では，まず開発資金協力に対する基本的な考え方が，次の３項目にわ

たり確認された。――（１）基本原理：開発資金協力は，ACP 諸国自身のオー

ナーシップ (Local Ownership) を促進し，Efficiency, Coordination and Consistency

を確保しながら，個々の具体的状況に即して柔軟に行われなければならない。

それはまた，最貧開発途上 ACP 諸国や脆弱な内陸国・島嶼国に対して特別な

措置を講ずるものであり，また紛争後の国家再建に着手している開発途上国の

特別なニーズに配慮するものでなければならない。（２）ガイドライン：開発資

金協力の運営・実施においては，ACP 諸国が，第一義的な責任を負う。ただ

しそれは，非国家行動主体の参加を妨げるものではない。なおプロジェクトや

プログラムに対する資金協力の可否については，EU が最終的な決定権を保持

する。（３）受益主体：ACP 諸国および ACP 諸国が参加している地域（国際）

機構に加えて，さまざまな公共団体，地方政府およびその諸機関，民間企業，
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非国家行動主体等も，開発資金協力の受益主体となることができる。

ついで，開発資金協力の対象と形態が規定された。前者に関しては，債務軽

減や国際収支の改善，構造調整（マクロ経済政策の改革）政策，セクター改革

政策，輸出所得不安定化要因の軽減，人道・緊急支援（難民支援・復興支援・

防災支援）等が，具体的な対象として列挙された。また後者に関しては，効果

的な管理運営に必要な人的・物的支援や外貨補填による輸入支援に加えて，

Good Governance 確保という留保条件つきながらも，財政支援 (Budgetary Sup-

port) の実施が明記された４２）。

第２編では，資金協力というタイトルのもとに，次のように，包括的ではな

いものの，第１編の規定をさらに具体化する作業が試みられた。――（１）国

際的に合意された ACP 諸国の債務救済イニシアティブに対する資金の利用を

認める。（２）資金の Quick Disbursement を通じて，ACP 諸国の構造調整（マ

クロ経済改革とセクター改革）努力を支援する。（３）ACP 諸国が，それぞれ

独自に追求する構造調整政策と，地域統合および国境を越えた調整政策との連

携を促進する。（４）少なくとも主要多国間援助機関により構造調整支援を受け

ている ACP 諸国に対しては，自動的にコトヌ協定に基づく構造調整支援を受

ける要件を満たしているとみなす。この措置は，現実に資金援助が行われてい

ない場合でも適用される。（５）構造調整支援は，輸入支援や財政支援を通じて，

柔軟に行う。（６）農産品や鉱産品の輸出所得の変動は，かりにそれが短期的だ

としても，ACP 諸国の発展に打撃を与えうる。したがって，長期的な開発支

援という視点に基づき，輸出所得変動に対する対応策（資金援助）を制度化す

ることが必要である。（７）人道・緊急支援は，被災者のニーズおよび利益を唯

一の判断基準とし，国際人道法の諸原則に基づいて行われるものとする。（８）

人道・緊急支援の目的は，自然災害や紛争・戦争により引き起こされた危機状

況および危機発生後の混乱状況から人命を守ることにある。（９）短期的な緊急

支援活動は，基本的に EU 予算から支出される。ただし例外的に，欧州開発基

金からの資金援助も認められる。

第３編および第４編は，それぞれ＜技術協力＞および＜手続きと管理運営体

制＞に関する規定であり，いずれもきわめてテクニカルな内容に終始している。

ただし，前者に関しては，ACP 諸国から EU への頭脳流出問題が独立した規

定として言及されている点，また後者に関しては，ACP-EC 開発資金協力委員

会 (ACP-EC Development Finance Cooperation Committee) の新設が明記されて
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いる点が注目される。

Annex I: Financial Protocol, Annex II: Terms and Conditions of Financing, An-

nex III: Institutional Support – CDE and CTA, Annex IV: Implementation and

Management Procedures――付属書の冒頭を飾るこれらの法的文書は，本文

規定とは対照的に，さりげなく，しかしきわめて直截的なかたちで，ロメ

・レジームからの訣別を宣言している４３）。その骨子は，以下に要約される

とおりである。――（１）EU が各 ACP 諸国，あるいは地域に対して行う

資金援助は，ニーズのみならず，新たにパフォーマンス（成果・実績）を

判断材料に加えて柔軟に運用する (Rolling Programming)。（２）パフォーマ

ンス（成果・実績）を評価するために，EU と ACP 諸国は，定期的にプ

ログラム実施状況の再検討を行う (Annual Review, Mid-Term Review, End-

of-Term Review)。（３）資金援助の配分は，既得権 (Entitlement) として自動

的に行われるのではなく，成果主義の原則に基づき増減の対象とされる。

（４）さまざまなファシリティーに分断され，硬直状態に陥っていた欧州開

発基金を二つのファシリティー（グラント・ファシリティーと投資ファシ

リティー）に整理統合し，より柔軟かつ機動的・整合的な資金援助を図る。

（５）農産品や鉱産品の輸出に大きく依存している ACP 諸国に対しては，

特別のスキームを設けることなく，開発資金協力メカニズムの柔軟かつ弾

力的な運用により，いままで以上に多くの国々が追加的資金援助 (Addi-

tional Financial Support) を獲得できるようにする。こうして，輸出所得安

定化制度と SYSMIN は更新されることなく廃止されたのである４４）。

（６） 第五部：最貧開発途上国・内陸国・島嶼国に関する一般規定

１９７５年に締結された第一次ロメ協定においては，ACP 諸国４６カ国のうち，

３４カ国が最貧開発途上国・内陸国・島嶼国として特別な優遇措置の対象とさ

れた。それから２５年後のコトヌ・パートナーシップ協定においては，ACP 諸

国７７カ国のうち，３９カ国が最貧開発途上国と認定され，特別の優遇措置が講

ぜられることになった（ちなみに，アフリカ諸国の場合，４８カ国のうち，３３

カ国が最貧開発途上国とされた）。併せて，脆弱性という観点から，内陸国１５

カ国，および島嶼国２６カ国に対しても，同様に特別措置が付与されることに

なった。
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このように ACP 諸国の多く，とりわけ大多数のアフリカ諸国は，さまざま

な構造的制約条件に直面して，依然として劣悪な状況のもとに置かれている。

さらに事態を悪化させたのが，東西冷戦構造崩壊後の内戦や地域紛争の頻発，

ひいては紛争終結後の国家再建という隘路であった。こうしてコトヌ協定にお

いては，協力の諸分野との関連で各論的に言及された特別な優遇措置に加えて，

独立した第五部として，最貧開発途上国・内陸国・島嶼国（および紛争後の国

家再建に取り組んでいる国）に対して，特別措置を講ずるという基本原則が改

めて確認されたのである４５）。その目的は，これらの諸国が，コトヌ・パートナ

ーシップ協定が提示するさまざまな可能性を十分に活用して，開発の進度

(Rates of Development) を向上できるように支援することにあった。またそれ

は，とりわけ以下の諸点を重視するものであった。――（１）地域協力の強化，

（２）運輸・通信部門におけるインフラストラクチャーの強化，（３）海洋資源の

効果的な活用およびマーケティングの強化，（４）開発のレベルに応じた構造調

整政策の推進およびその社会的次元への影響に対する配慮，（５）食料戦略およ

び包括的な開発プログラムの実施。

（７） 第六部：最終規定

最終規定においては，コトヌ・パートナーシップ協定の本質そのものに深く

関わる規定が設けられた。それが，既述のように，第９６条および第９７条の，

協議および制裁措置に関する規定である。また，協定の有効期間が２０年とさ

れ，５年毎の見直しが規定された。

VII―２ むすびに

２００１年１１月９日－１４日，ドーハで開催された第４回 WTO 閣僚会議は，

ACP 諸国および欧州委員会の要請を受けて，２００７年１２月３１日まで，GATT

第１条に規定される最恵国待遇原則からのコトヌ協定のウェーバーを決定し

た４６）。

２００３年４月１日，コトヌ協定は正式に発効した。ついで２００３年５月１６日，

ACP-EC 閣僚理事会は，新ミレニアムにおける最初の独立国として国際社会か

ら脚光を浴びた東ティモールのコトヌ協定への参加を決定した。

こうしてコトヌ協定は，２１世紀における南北開発協力の新たな枠組みとし

て華々しいスタートを切ったのである。それは，政治対話，非国家行動主体の

参加，貿易および開発，さらには成果・結果を重視する援助の管理運営という
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点において，野心的かつ革新的なものであった。とはいえ，その後の国際社会

の急激な変化は，コトヌ協定がそうした大きな期待を現実のものとすることを

阻害することとなったのである４７）。
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